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序章 計画策定にあたって 

(1) 計画策定の背景と目的 

平成 18 年 6 月に制定された住生活基本法では、住宅セーフティネット※の確保を図りつ

つ、健全な住宅市場を整備するとともに、国民の住生活の｢質｣の向上、良質な住宅ストック

の形成を図る政策への本格的な転換を図る道すじが示されました。 

良質なストック重視の住宅施策の展開が求められるなか、公営住宅分野については、厳し

い財政状況のもと、更新時期を迎えつつある老朽化した大量の公営住宅ストックの効率的か

つ円滑な更新を行い、公営住宅の需要に的確に対応することが課題となっています。 

これらの課題に対し、効率的・効果的な事業計画に基づくストックマネジメントに向け、

更新時期を迎えた公営住宅の今後の活用手法を検討するとともに、長期活用を図るべき住棟

については、予防保全の観点から中長期的な維持管理計画を定める公営住宅等長寿命化計画

の策定が必要となっています。 

国においても、長寿命化計画策定指針が示され、平成 26 年度以降は公営住宅等長寿命化

計画に基づく改善事業等以外は助成対象としないとする交付金事業の重点化が図られました。 

以上のような背景をうけ、本市では、安全で安心な住まいを長期間にわたって確保するた

め、予防保全的な観点から耐震改修や外壁改修、屋上防水等の修繕や改善の計画を定め、長

寿命化によるライフサイクルコストの削減と修繕等の事業量の平準化を行い、併せて管理・

運営に関することを改善することにより、市営住宅の効率的・効果的な活用を図るものです。 

※住宅セーフティネット：低所得や不合理な入居制限を受けるなどの理由により、市場に

おいて自力では適正な水準の住宅を確保することが困難である

者への居住の安定の確保を図るための対策 

(2) 計画の位置づけと計画期間 

本計画は、上位計画である「茨木市第４次総合計画」を踏まえるとともに、市の関連する

計画と連携を図っていきます。 

また、計画期間は平成 26 年度から令和６年度までの 1１年間とします。 

ただし、現在計画策定を進めている茨木市第５次総合計画や今後の社会経済情勢、国・大

阪府の動向等を踏まえ、計画期間中であっても必要に応じて適宜見直しを行います。 

図 1：計画の位置づけ 
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(3) 計画策定フロー 
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第１章 市営住宅に関わる現況 

１ 茨木市の概況 

(1) 人口の状況 

① 総人口・総世帯数・年齢別人口 

本市では、第５次総合計画の策定にあたり、今後市域の人口がどのように変動するのかを

把握するため、平成２４年度に将来推計人口等の調査を実施しています。 

その結果、総人口はしばらく増加が続いたのち平成３１年にピークを迎え、その後減少す

ると見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 22 年 平成 27 年 平成 32 年 平成 37 年 平成 42 年 

推計人口（千人） 274.8 282.1 283.2 279.0 272.7 

資料：茨木市将来推計人口等調査報告書（平成 25 年 3 月） 

 

総世帯数については、５年ごとの推計では平成３２年までは増加し約１２万世帯となりま

すが、その後減少に転じることが見込まれます。 

図 3：総世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：茨木市将来推計人口等調査報告書（平成２５年３月） 

図 2、表 1：総人口の推移 
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また、年齢階層別人口の推計については、年少人口（０～１４歳）、生産年齢人口（１５

～６４歳）、老年人口（６５歳以上）の３つの構成割合の推移を見た場合、老年人口の割合

が、平成２２年の１９.５％から平成３７年には２５％を超える高い水準になるという結果

となっています。 

図 4：年齢階層別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2：年齢階層別人口の推移（実数）                 単位：千人 

 平成 22 年 平成 27 年 平成 32 年 平成 37 年 平成 42 年 

年少人口 
（0～14 歳） 

40.9 41.3 39.3 36.0 33.5 

生産年齢人口 
（15～64 歳） 

179.0 177.2 174.5 171.6 165.0 

老年人口 
（65 歳以上） 

53.5 63.6 69.4 71.4 74.2 

年齢不詳 1.5 - - - - 

資料：茨木市将来推計人口等調査報告書（平成 25 年 3 月） 
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② 住宅確保要配慮者数 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）

に位置づけられている住宅確保要配慮者のうち、主な住宅確保要配慮者の近年の推移は、生

活保護扶助数、障害者手帳交付数は増加傾向にあります。 

表 3：主な住宅確保要配慮者数の推移 

 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

生活保護 2,575 人 2,762 人 3,227 人 3,607 人 3,778 人 

  うち住宅扶助 2,251 人 2,401 人 2,830 人 3,192 人 3,343 人 

母子・寡婦福祉資金貸付 46 世帯 34 世帯 60 世帯 50 世帯 34 世帯 

障害者手帳交付 10,690 人 10,693 人 11,095 人 11,560 人 11,669 人 

資料：茨木市統計書 

 

 

 

 

 

 

 

③ 民営借家世帯の世帯年収 

世帯年収別所有関係別世帯数をみると、民営借家世帯は 200～400 万円未満世帯が

12,080 世帯と最も多く、次いで 200 万円未満世帯(7,420 世帯)、400～600 万円未満

世帯(7,330 世帯)となっています。 

図 5：世帯年収別所有関係別世帯数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：H20 住宅・土地統計調査 

【用語解説】 

○住宅セーフティネット法に位置づけられている住宅確保要配慮者 

低額所得者、被災者、高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、母子家庭等の子どもを育成

する家庭、外国人、中国残留邦人、海外からの引揚者、ホームレス、被生活保護者、失業者、新婚世

帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、ハンセン病療養所入所者等、犯罪被害者、ＤＶ被害者等 
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(2) 賃貸住宅事情 

① 住宅ストック数・空き家数 

住宅数は世帯数を上回る形で増加し続けています。 

この 10 年間の空き家数は平均 11，640 戸で空き家率は 10％前後で推移し、平成 20

年の賃貸用住宅の空き家は 7,200 戸となっており全住宅数の 5.8％を占めています。 

図 6：住宅数・世帯総数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4：住宅数の推移 

 住宅数 

居住 
世帯 
あり 

 

居住世帯なし       

 
 

一時 
現在者 
のみ 

空き家     

建築中 
 

二次的 
住宅 

賃貸用 
の住宅 

売却用 
の住宅 

その他 
の住宅 

平成 
10 年 

103,400 戸 92,250 戸 11,160 戸 370 戸 10,610 戸 - - - - 170 戸 

100.0% 89.2% 10.8% 0.4% 10.3% - - - - 0.2% 

平成 
15 年 

111,100 戸 97,580 戸 13,520 戸 400 戸 12,670 戸 400 戸 8,810 戸 760 戸 2,700 戸 450 戸 

100.0% 87.8% 12.2% 0.4% 11.4% 0.4% 7.9% 0.7% 2.4% 0.4% 

平成 
20 年 

123,560 戸 109,440 戸 14,120 戸 600 戸 11,640 戸 590 戸 7,200 戸 570 戸 3,290 戸 1,870 戸 

100.0% 88.6% 11.4% 0.5% 9.4% 0.5% 5.8% 0.5% 2.7% 1.5% 

 平均 
11,640 戸  

10.3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

【用語解説】 

・一時現在者のみ ： 昼間だけ使用したり、何人かの人が交代で寝泊まりしているなど、ふだん居住してい

る者が一人もいない住宅。 

・二次的住宅：週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で、ふだんは人が住んでいな

い住宅。また、ふだん住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊まりするなど、たまに寝泊ま

りしている人がいる住宅。 

・賃貸用の住宅/売却用の住宅 ： 新築・中古を問わず、賃貸や売却のために空き家になっている住宅。 

・その他の住宅 ： 転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建替えなどのために取

り壊すことになっている住宅など、空き家の区分の判断が困難な住宅も含まれる。 

・建築中 ： 住宅として建築中のもので、棟上げは終わっているが戸締まりができるまでにはなっていないも

の。 

資料：住宅・土地統計調査 
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② 所有関係別住宅数 

平成 20 年の住宅・土地統計調査で、茨木市における公営・UR・公社の借家戸数は 7,000

戸で、専用住宅全体の 6.5%を占めています。 

借家に占める公営・UR・公社の借家の割合は 15.0%で、全国とほぼ等しくなっています。 

 

図 7：所有関係別専用住宅数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8：公営・ＵＲ・公社の借家の割合の比較 
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資料：H20 住宅・土地統計調査 
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③ 所有関係別延べ面積 

平成 20 年の住宅・土地統計調査で、茨木市における民営借家の１住戸当たりの延べ床面

積は 43.44 ㎡、１人当たりの居室床面積は 15.25 ㎡となっています。 

民営借家の１人当たりの居室床面積は、大阪府の水準（15.10 ㎡）を上回るものの、本市

のＵＲ・公社の借家の水準（16.29 ㎡）よりは低くなっています。 

 

図 9：所有関係別 1 住戸当たり延べ床面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10：所有関係別 1 人当たり居室床面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 民営借家の平均家賃 

平成 20 年の住宅・土地統計調査で、茨木市における民営借家の平均家賃は約 67,000 円

で大阪府や全国に比べて高くなっています。 

表 5：民営借家の平均家賃の比較 

  茨木市 大阪府 全国 

民営借家 

平均家賃 
67,407 円 60,208 円 60,467 円 

出典：H20 住宅・土地統計調査 

 

121.03

45.27
43.44

58.63

45.16

99.46

52.16

39.62
48.86

46.61

99.56

51.4843.08
49.51

51.51

0

20

40

60

80

100

120

140

持家 公営の
借家

ＵＲ・公社
の借家

民営
借家

給与
住宅

(㎡) 茨木市

大阪府

全国

14.64

21.65

14.95
16.29

15.25

21.05

14.72
15.16

15.10 15.00

23.40

14.67
14.69

15.36 15.53

0

10

20

30

持家 公営の
借家

ＵＲ・公社
の借家

民営
借家

給与
住宅

(㎡) 茨木市

大阪府

全国

注：住宅・土地統計調査では 

１人当たりの畳数の数値が 

整理されている。 

本グラフでは、畳数を 

床面積に換算 

（2 畳を 3.3 ㎡として換算） 

 

資料：H20 住宅・土地統計調査 

 

資料：H20 住宅・土地統計調査 
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⑤ 民営借家の建築時期 

民営借家の建築時期別住宅割合では、概ね新耐震基準を満たすと考えられる昭和 56 年以

降の住宅が、全体の 74.7％を占めています。 

図 11：民営借家の建築時期別住宅割合 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

                           

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 新設住宅着工戸数 

平成 1１年度から 20 年度までの新設住宅着工戸数の平均は 2,833 戸で、このうち借家

系（貸家＋給与住宅）は、973 戸で全体の約３分の１を占めています。 

借家の占める割合は年度によって増減していますが、18 年度以降は４割前後と高い割合

を占めています。 

図 12：新設住宅着工戸数の推移 

 

  

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

注：持ち家系（持ち家＋分譲住宅）、借家系（貸家＋給与住宅）とする。 

資料：建築統計年報 
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【用語解説】 

○耐震基準：現在の耐震基準は 1981 年（昭和 56 年）６月に施行され、それ以前のものを｢旧耐震基準｣、

それ以降のものを「新耐震基準」と呼び、区別している。 
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資料：H20 住宅・土地統計調査 
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(3) 上位関連計画及び関連施策の状況 

① 主な上位関連計画 ～セーフティネット・市有建築物に関する計画の関連部分のみ抜粋～ 

計画名 セーフティネットに関連する内容 

住生活基本計画（全国計

画） 

（計画期間 平成 23 年度 

～平成 32 年度） 

１．豊かな住生活を実現するための条件 
・国民の多様な居住ニーズを満たす安全・安心で良質な住宅を適時・
適切に選択できる住宅市場の形成 

・住生活の安心を支えるサービスが提供され、美しい街並み・景観が
形成されるなど、住宅と周辺環境が相まって形作る、豊かな住生活
を支える生活環境の構築 

・市場において自力では適切な住宅を確保することが困難な者に対
する住宅セーフティネットの構築 

２．住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策についての横断
的視点 

・ストック重視の施策展開 ／   ・市場重視の施策展開 
・効果的・効率的な施策展開 ／ ・豊かな住生活を実現するための
他分野との連携による総合的な施策展開 ／ ・地域の実情を踏ま
えたきめ細やかな施策展開 

３．住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標並びにその達成
のために必要な基本的な施策 ～ 関連する目標４のみ整理 ～ 
目標４．住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保 
【指標】・最低居住面積水準未満率      4.3%(Ｈ20)→早期に解消 

・高齢者の居住する住宅のバリアフリー化率 
一定のバリアフリー化        37%(Ｈ20)→75%（Ｈ32） 
高度のバリアフリー化        9.5%(Ｈ20)→25%（Ｈ32） 

【基本的な施策】 
・市場において自力では適正な水準の住宅を確保することのできな

い低額所得者等に対して、公平かつ的確に公営住宅を供給す
る。このため、国民所得や住宅市場の動向等を踏まえつつ、公営
住宅の家賃制度等について適切に見直しを行うなど施策の推進
を図る。 

・住宅確保要配慮者がそれぞれの入居者の特性に応じて、適切な
住宅を確保できるよう、公的賃貸住宅の供給を促進するとともに、
民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、地方公共団体、
賃貸住宅管理業者、居住支援を行う団体等から構成される居住
支援協議会に対する支援を行い、民間賃貸住宅に関する情報の
提供や必要な相談体制の整備等を図る。 

・既存ストックの有効活用を図りつつ、公営住宅制度を補完する重
層的な住宅セーフティネットの構築を図るため、地域住宅協議会
の活動等を通じて、各種公的賃貸住宅制度の一体的運用やスト
ック間の柔軟な利活用等を円滑に行う。 

・地震、洪水等の大規模な災害が発生した場合には、必要な応急
仮設住宅及び災害を受けた地域の復興のために必要な住宅の
供給を行う。 

・高齢者等が、地域において安全・安心で快適な住生活を営むこと
ができるよう、住宅のバリアフリー化や見守り支援等のハード・ソ
フト両面の取組みを促進する。また、民間事業者等との協働によ
り、公的賃貸住宅団地等の改修・建替えに併せた福祉施設等の
設置を促進する。 

 
 
 
 
 
 



11 

 

計画名 セーフティネットに関連する内容 

大阪府住宅まちづくりマス

タープラン 

（計画期間 平成 23 年度 

～平成 32 年度） 

１．市場機能を活用した住宅セーフティネットの構築 
①民間賃貸住宅市場の環境整備 

・安心して住宅を選択できる仕組みづくり 
・家主・借主の不安を解消する仕組みづくり 

②住宅バウチャー(家賃補助)制度などによる低所得者への対応 
・住宅バウチャー(家賃補助)制度の検討 

２．住宅市場における住宅確保要配慮者（高齢者、障がい者等）への対応 
①今後増加する高齢者への対応 

・ニーズを踏まえた「サービス付き高齢者向け住宅」の供給促進 
②大阪あんしん賃貸支援事業の充実 
③障がい者グループホーム・ケアホームの供給促進 
④住宅確保要配慮者（高齢者、障がい者等）の入居支援等の取組み 

３．公的賃貸住宅の改革とストックの活用 
①公的賃貸住宅団地のまちづくりへの活用 
②府営住宅の入居対象者の見直し 

・あんしん住まい確保プロジェクト（府営住宅資産の活用）の実施 
③市町営住宅ストックの活用 

（良好な市町営住宅ストックの形成／市町営住宅の募集・管理／ 
地域のまちづくりに配慮した市町営住宅） 

第 4 次 茨木市総合計画 

（目標年度：平成 27 年度） 

 

第４章３ 

快適な生活・住環境の確保 

（４）生活・住環境の整備 

（１）公的住宅の整備・充実  
・老朽化した公的住宅を計画的に建替・改善等の整備が行われるよう

大阪府、大阪府住宅供給公社、都市再生機構との連携を図り整
備・充実に努める 

・市営住宅（旧地域改善向住宅）の適切な維持管理に努め、良好なス
トック形成を図る 

・グループホームの活用等により、高齢者や障害者の在宅を可能に
する住まいづくりに努める 

（２）民間住宅の整備・充実  
・中堅所得者層の住宅ニーズに対応した、民間活力による高齢者向

け特定優良賃貸住宅の供給の促進に努める 
（３）多様な住宅ニーズへの対応  

・大阪府、大阪府住宅供給公社、都市再生機構と連携して、高齢者向
け優良賃貸住宅やシルバーハウジング、コレクティブハウジング等
の供給の促進に努めるとともに、ユニバーサルデザインを採用した
住宅の普及を促進する  

（４）住まいに関する情報提供  
・公的住宅やマンション等の住まいに関する情報提供に努める  
・賃貸住宅の登録・閲覧制度の推進を図り、登録住宅を対象とした滞
納家賃補償制度、借家人本人一代限りの借家契約である終身建物
賃貸借制度の啓発・普及に努める 

茨木市都市計画マスタープ

ラン 

「多様な暮らしを支える 

 住宅・住宅地を守り、 

つくる」 

■多様な住宅・住宅地の供給誘導 
  コレクティブハウジングや子育て支援機能の充実した住宅・住宅地

等、多様な暮らし方を実現できる住宅供給を誘導する 
■福祉施策と連動した住宅供給の促進 
  介護サービス付きの住宅やグループホーム等、高齢者や障害者も安

心して暮らすことのできる住宅供給を福祉施策と連携し促進する 

茨木市住宅・建築物耐震改

修促進計画（目標年度 平

成 27 年度） 

■耐震化の目標 市有建築物全体の耐震化率 9 割以上（棟数割合） 
■耐震化の進め方 

市有財産の有効活用を図る観点から、長期的な活用を図る建築物
については耐震改修で、また老朽化が著しい施設や機能面から長期
的活用が難しい建築物については、集約化の検討を行うなどして建
替えにより耐震化を推進するとともに、バリアフリー対策・アスベスト対
策等についても、推進に努める 
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② 主な関連施策 

施策名 制度内容 

大 阪 あ ん し

ん賃貸支援

事業 

[大阪府] 

■民間賃貸住宅に入居を希望する高齢者等が円滑に入居できるよう、高齢者等の入居
を受け入れる民間賃貸住宅等の登録を行い、登録された住宅情報等を提供すること
で、高齢者等の住宅探しをサポートする 

■対象者：高齢者世帯、障がい者世帯、外国人世帯及び子育て世帯 
■支援内容：住まいを探している高齢者等は、協力店、あんしん賃貸住宅、居住支援団

体の情報提供を受ける。また、高齢者等は協力店から住宅の斡旋等を受け、賃貸人
と賃貸借契約を結ぶ 

サ ー ビ ス 付

き高齢者向

け住宅 

[大阪府] 

■住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるととも
に、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高
齢者が安心して暮らすことができる環境を整え、大阪府に登録された住宅 

■対象者：高齢者（60 歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者）単身世帯／
高齢者＋同居者（配偶者/60 歳以上の親族/要介護・要支援認定を受けている親族/
特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者） 

■対象となる住宅の基準：床面積（原則２５㎡以上（共用設備が充実している場合は 18
㎡以上））、便所・洗面設備等の設置、バリアフリー 

■必須サービス：ケアの専門家による安否確認サービス・生活相談サービス 
■契約：高齢者の居住の安定が図られた契約であること、前払家賃等の返還ルール及

び保全措置が講じられていること 

終身建物賃

貸借事業 

[大阪府] 

■高齢者・夫婦世帯が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組みとして、借家
人が生きている限り存続し、死亡した時に終了する借家人一代限りの借家契約を結
ぶことができる 

■賃借の対象となる者：高齢者（60 歳以上） 
単身又は同居者が高齢者親族（配偶者は60 歳未満でも可） 

■対象となる住宅基準：高齢者の身体機能に対応し、段差のない床、浴室等の手すり、
幅の広い廊下等を備えたもの等 

■高齢者が死亡した場合の同居者の継続居住：同居していた高齢者（配偶者は 60 歳未
満でも可）は高齢者の死亡後１か月以内の申出により継続居住可能 

■解約事由：家主からの解約申入れは、自宅の老朽等に限定。 
借家人からの解約は、 
・療養、老人ホームへの入所、親族との同居等が理由の場合は、解約申入
れ１か月後に借家契約は終了 

      ・上記以外の理由の場合は、解約申入れ６か月後に借家契約は終了 

家賃債務保

証制度 

[高齢者住宅

財団] 

■高齢者等が賃貸住宅に入居する際の家賃債務等を保証し、賃貸住宅への入居を支
援 

■対象者：高齢者世帯、障がい者世帯、子育て世帯、外国人世帯等 

■保証対象：滞納家賃、原状回復費用、訴訟費用 

■保証限度額：滞納家賃は月額家賃の１２か月分 

原状回復費用、訴訟費用は月額家賃 9 ヶ月分 

■保証期間：原則 2 年間 

■保証料：月額家賃（共益費、管理費含む）の 35%  
※入居者負担（一括払い） 
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施策名 制度内容 

生活保護 

制度 

[茨木市福祉

政策課] 

■対象者：困窮のため最低限度の生活を維持することができない市内居住者 

■助成額：国が定める基準により計算した世帯の最低生活費と世帯収入を比べ、収入

が少ないとき、足りない部分を支給 

住宅手当緊

急特別措置

事業 

[茨木市福祉

政策課] 

■対象者：市内に居住する離職した者（次の全てに該当） 

・平成 19 年 10 月以降に離職 

・離職前に、自らの労働により賃金を得て、主として世帯の生計を維持していた者、ま

たは、離婚等により主たる生計維持者となった者 

・就労能力及び常用就職へ向けて活動をする意欲があり、ハローワークへ求職申し込

みを行い茨木市で就労支援を受ける者 

・住宅を喪失している者又は入居している賃貸住宅を喪失するおそれのある者 

・原則として収入がなく、毎月の収入が次の金額以下 

単身世帯 84 千円に家賃額未満 

2 人世帯 172 千円以下 

3 人以上世帯 172 千円に家賃額未満 

・生計を一にする同居者の預貯金の合計が次の金額以下 

単身世帯 50 万円  ／ 2 人以上世帯 100 万円 

・国で実施している住宅確保・雇用施策による給付又は貸付（ハローワークが窓口の

「訓練・生活支援給付」等）、生活保護等を受給していない者 

■支給限度額：単身世帯 42 千円／月 
２人以上世帯 55 千円／月 

高齢者家賃

助成ｻｰﾋﾞｽ 

（ 高 齢 者 世

帯家賃助成

事業） 

[茨木市高齢

介護課] 

■対象者：65 歳以上の単身高齢者又は 65 歳以上を含み 60 歳以上のみで構成される

高齢者世帯で次の要件を有する者 

・世帯全員が市内に引き続き 3 年以上居住  

・家賃月額が 50 千円以下（但し、高齢者自ら契約していること）  

・収入要件  単身高齢者 前年の収入が 2,280 千円以下 

高齢者世帯 前年の収入が 3,040 千円以下  

・生活保護を受けていない  

■助成額：家賃月額の 1／３（5 千円を限度） 
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２ 公営住宅等のストックの現況 

(1) 市内に立地する公的賃貸住宅の概要 

平成2４年３月３１日現在、茨木市に立地する公的賃貸住宅は8,１６９戸となっています。 

このうち、市営住宅は 381 戸で、公的賃貸住宅の 4.７％を占めています。 

 

表 6：公的賃貸住宅戸数             図 13：公的賃貸住宅戸数 

種  別 戸数 割合 

市営住宅  381 戸 4.7% 

  うち 公営住宅 213 戸 2.6% 

  うち 改良住宅 168 戸 2.1% 

府営住宅 3, 528 戸 43.2% 

府特定公共賃貸住宅 70 戸 0.9% 

公社賃貸住宅 504 戸 6.2% 

都市再生機構（UR）賃貸住宅 2,287 戸 28.0% 

雇用促進住宅 440 戸 5.4% 

特定優良賃貸住宅 731 戸 8.9% 

高齢者向け優良賃貸住宅 228 戸 2.8% 

計 8,169 戸 100.0% 

資料：茨木市資料（平成 24 年 3 月 31 日現在） 

 

 

 

表 7：公的賃貸住宅の概要 
種別 住宅の概要 

公営住宅 
（市営住宅、府営住宅） 

・目 的：住宅に困窮する低所得者のために、大阪府や茨木市が建設した住宅。 
・入居者の収入：収入分位原則 25％、裁量 40％まで 

府特定公共賃貸住宅 中堅所得のﾌｧﾐﾘｰ向けに大阪府が直接供給している賃貸住宅。 

公社賃貸住宅 
・目 的：高度経済成長期において勤労者向け住宅の大量供給を図るために大

阪府住宅供給公社により建設された賃貸住宅 
・入居者の収入：家賃の 4 倍以上の月収額 

都市再生機構（UR） 
賃貸住宅 

・目 的：高度経済成長期において良質な住宅を供給するために主に都市部に
供給された住宅 

・入居者の収入：家賃の 4 倍以上の月収額等 

雇用促進住宅 ・目 的：雇用福祉事業により整備された勤労者向けの住宅。 
・入居者の収入：家賃及び共益費の合計額の 3 倍以上 
・国の方針により、平成 33 年度までに譲渡・廃止が決定されている 

特定優良賃貸住宅 
（地域優良賃貸住宅 

中堅所得者向け） 

・目 的 ：中堅所得層に適正な家賃負担で質の高い住宅を供給できるよう、家
賃減額措置を備えた住宅。主に民間事業者が建設する住宅で、建設費及び家
賃負担の一部に対して府から補助が行われる。 

・入居者の収入：25％から 80％まで 

公営住宅 

213 戸、2.6% 

改良住宅 

168 戸、2.1% 

公営住宅, 

213戸, 2.6%

改良住宅, 

168戸, 2.1%

府営住宅, 

3,528戸, 

43.2%

府特定公

共賃貸住

宅, 70戸, 

0.9%

公社賃貸

住宅, 504

戸, 6.2%

都市再生

機構賃貸

住宅, 2,287

戸, 28.0%

雇用促進

住宅, 440

戸, 5.4%

特定優良

賃貸住宅, 

731戸, 8.9%

高齢者向

け優良賃

貸住宅, 

228戸, 2.8%

市営住宅全体 
381 戸, 4.7% 
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(2) 市営住宅の概要 

① ストックの概要 

平成 25 年３月３１日現在、茨木市が管理する住宅は、4 団地、381 戸となっています。 

 

表 8：各住宅の概要 

  団地名 

敷地 

面積 

(㎡) 

用途 

地域 

棟

番

号 

種別 構造 

建設 

年度 

(竣工) 

管理 

戸数 

(戸) 

住戸 

タイプ 

住戸 

面積 

(㎡) 

住戸 

面積別 

戸数 

(戸) 

備考 

1 安威住宅 2,050.06 

市街化 

調整区

域 

3 公営 木造 S 28 1 ２ＤＫ 34.60  1   

2 道祖本 13,520.30  第二

種中

高層

住居

専用

地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 改良 中耐 S 37 24 ２ＤＫ 38.10  4    

  住宅      中耐     ３ＤＫ 61.90  20    

     2 改良 中耐 S 37 24 ２ＤＫ 38.10  8    

         中耐     ３ＤＫ 58.70  4    

         中耐     ３ＤＫ 61.90  12    

     3 改良 中耐 S 37 24 ２ＤＫ 36.46  12    

         中耐     ３ＤＫ 61.93  12    

     5 改良 中耐 S 45 24 ３ＤＫ 50.56  24    

     7 改良 中耐 S 46 24 ３ＤＫ 48.90  24    

    2,932.08  4 改良 中耐 S 45 24 ３ＤＫ 50.45  24    

     6 改良 中耐 S 46 24 ３ＤＫ 50.45  24    

    3,990.93  8 公営 中耐 S 49 24 ３ＤＫ 53.41  24    

     9 公営 中耐 S 49 24 ３ＤＫ 53.41  24    

    3,383.09  10 公営 中耐 S 56 24 ３ＤＫ 69.10  24    

3 沢良宜 4,542.14  第二

種中

高層

住居

専用

地域 

 

 

1 公営 中耐 S 43 14 ３ＤＫ 46.44  8    

  住宅      中耐     ３ＤＫ 48.13  4    

         中耐     ４ＤＫ 76.96  2    

     2 公営 中耐 S 43 12 ３ＤＫ 44.44  8    

         中耐     ４ＬＤＫ 71.44  4    

     3 公営 中耐 S 43 12 ３ＤＫ 44.73  4    

         中耐     ３ＤＫ 53.82  4    

         中耐     ３ＬＤＫ 61.73  4    

      4 公営 中耐 S 47 24 ３ＤＫ 52.51  24    

4 総持寺 4,914.13  第一

種中

高層

住居

専用

地域 

 

1 公営 中耐 S 45 24 ３ＤＫ 46.58  24    

  住宅  2 公営 中耐 S 45 18 ２ＤＫ 40.23  6    

              ３ＵＤＫ 61.15  6    

         中耐     ３ＬＤＫ 61.15  6    

      3 公営 中耐 S 47 24 ３ＤＫ 48.36  24    

    945.40  4 公営 中耐 S 53 12 ３ＬＤＫ 64.64  12    

計 381      381    

   資料：茨木市資料（平成 25 年３月 31 日現在） 
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② 住宅の構造、建設時期 

1) 構造別建設時期別住宅数 

中層耐火住宅は、昭和 30 年代後半から昭和 50 年代後半にかけて建設しています。 

なお、木造住宅は昭和２８年度の市町村合併時に旧安威村から１０戸が市所有となってい

ます。 

図 15：構造別建設時期別戸数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 9：構造別建設時期別戸数              図 16：建設時期別戸数 

  木造 中耐 計 

昭和 39 年以前 10 戸 72 戸 82 戸 

  100.0% 18.9% 21.0% 

昭和 40 年代 0 戸 272 戸 272 戸 

  － 71.6% 69.8% 

昭和 50 年代 0 戸 36 戸 36 戸 

  － 9.5% 9.2% 

昭和 60 年 0 戸 0 戸 0 戸 

～平成 6 年 － － － 

平成 7 年以降 0 戸 0 戸 0 戸 

  － － － 

計 
10 戸 380 戸 390 戸 

100.0% 100.0% 100.0% 

0

50

100

昭和

25年 30年 40年 50年 60年

平成

元年 10年 22年

(戸)
木造 中耐

82戸

21.0%

272戸

69.8%

36戸

9.2%

昭和39年以前 昭和40年代

図 14：各住宅の立地 

道祖本住宅 

総持寺住宅 

沢良宜住宅 

安威住宅 

資料：茨木市資料（平成 25 年３月 31 日現在） 
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2) 耐用年数超過状況及び耐震性の確保の状況 

安威住宅は、木造住宅の耐用年数を既に超過し老朽化していることから、入居者の退去後

に除却を行い、１戸となっています。 

中層耐火住宅は、計画期間終了年度に、全てが耐用年数の１／２を超過します。 

また、中層耐火住宅の全てが旧耐震基準で建設しています。 

 

表 10：耐用年数の超過状況、耐震性の確保の状況 

住宅名 
棟 
番
号 

建設 
年度 
(竣工) 

構造 戸数 
建設経過

年数 

耐用年数 耐震性 

計画期間 
開始年度 

(H26) 

計画期間 
終了年度 
（H35） 

耐震 
基準 

安威住宅 3 S28 木造 1 戸 60 年 超過 超過 旧基準 

道祖本住宅 1 S37 中耐 24 戸 51 年 1/2 超過 1/2 超過 旧基準 

 

2 S37 中耐 24 戸 51 年 1/2 超過 1/2 超過 旧基準 

3 S37 中耐 24 戸 51 年 1/2 超過 1/2 超過 旧基準 

4 S45 中耐 24 戸 43 年 1/2 超過 1/2 超過 旧基準 

5 S45 中耐 24 戸 43 年 1/2 超過 1/2 超過 旧基準 

6 S46 中耐 24 戸 42 年 1/2 超過 1/2 超過 旧基準 

7 S46 中耐 24 戸 42 年 1/2 超過 1/2 超過 旧基準 

8 S49 中耐 24 戸 39 年 1/2 超過 1/2 超過 旧基準 

9 S49 中耐 24 戸 39 年 1/2 超過 1/2 超過 旧基準 

10 S56 中耐 24 戸 32 年 1/2 未超過 1/2 超過 旧基準 

沢良宜住宅 1 S43 中耐 14 戸 45 年 1/2 超過 1/2 超過 旧基準 

 

2 S43 中耐 12 戸 45 年 1/2 超過 1/2 超過 旧基準 

3 S43 中耐 12 戸 45 年 1/2 超過 1/2 超過 旧基準 

4 S47 中耐 24 戸 41 年 1/2 超過 1/2 超過 旧基準 

総持寺住宅 1 S45 中耐 24 戸 43 年 1/2 超過 1/2 超過 旧基準 

 

2 S45 中耐 18 戸 43 年 1/2 超過 1/2 超過 旧基準 

3 S47 中耐 24 戸 41 年 1/2 超過 1/2 超過 旧基準 

4 S53 中耐 12 戸 35 年 1/2 未超過 1/2 超過 旧基準 

  

【用語解説】 

○中層耐火住宅又は中耐 ：主要構造部が耐火性能の技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造等

で造られた住宅のうち、中層（３～５階）建ての住宅。公営住宅法では耐用年数は７０

年と定まっている。 

○木造住宅 ：公営住宅法では耐用年数は 30 年と定まっている。 

資料：茨木市資料（平成 25 年 3 月 31 日現在） 
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6戸, 1.6% 25戸, 6.6%

102戸, 26.8%

152戸, 39.9%

96戸, 25.2%

40㎡未満

40～50㎡

50～60㎡

60～70㎡

70㎡以上

③ 住宅の規模 

1) 住戸規模 

住戸規模は 50～60 ㎡が４割を占め 152 戸と最も多く、また、40 ㎡未満の住戸も 25

戸存在します。 

建設時期別では、40 ㎡未満の住戸は全て昭和 39 年以前に建設しています。 

               図 17：住戸規模別戸数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 11：住戸規模別建設時期別戸数 

 40 ㎡未満 40～50 ㎡ 50～60 ㎡ 60～70 ㎡ 70 ㎡以上 計 

昭和 39 年 25 戸 - 4 戸 44 戸 - 73 戸 

 以前 6.6% - 1.1% 11.6% -  19.2% 

昭和 40 年代 - 102 戸 148 戸 16 戸 6 戸 272 戸 

  - 26.8%  38.9% 4.2% 1.6%  71.4% 

昭和 50 年代 - - - 36 戸 - 36 戸 

  - - - 9.5% -  9.5% 

昭和 60 年 - - - - - - 

～平成 6 年 - - - - - - 

平成 7 年 - - - - - - 

 以降 - - - - - - 

計 
25 戸 102 戸 152 戸 96 戸 6 戸 381 戸 

6.6% 26.8% 39.9% 25.2% 1.6% 100.0% 

資料：茨木市資料（平成２5 年３月３１日現在） 
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2) 最低居住面積水準の達成状況 

最低居住面積水準未満の世帯率は 6.6%で、市全体に比べ割合は低くなっています。 

住戸規模別に世帯人員別入居世帯数の状況は、世帯人員の多い全ての世帯を最低居住面積

水準に確保するのは困難なものの、世帯規模に応じた住戸規模の住宅に住み替えることによ

り、最低居住面積水準を達成することができます。 

    図 18：最低居住面積水準未満割合の比較 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 12：住戸規模別世帯人員別入居世帯数 

 （ ）は 
最低居住 
面積 

25 ㎡ 
未満 

25 ㎡ 
～30 ㎡ 

30 ㎡ 
～40 ㎡ 

40 ㎡ 
～50 ㎡ 

50 ㎡ 
～60 ㎡ 

60 ㎡ 
～70 ㎡ 

70 ㎡ 
～80 ㎡ 

80 ㎡ 
以上 

 最低居住 
面積水準 
未満世帯 

1 人世帯 - - 11 世帯 35 世帯 41 世帯 25 世帯 0 世帯 -  0 世帯 

（25 ㎡）          0.0% 

2 人世帯 - - 6 世帯 39 世帯 49 世帯 29 世帯 0 世帯 -  0 世帯 

（30 ㎡）          0.0% 

3 人世帯 - - 0 世帯 12 世帯 32 世帯 17 世帯 3 世帯 -  0 世帯 

（40 ㎡）          0.0% 

4 人世帯 - - 0 世帯 6 世帯 15 世帯 8 世帯 0 世帯 -  6 世帯 

（50 ㎡）          20.7% 

5 人世帯 - - 0 世帯 2 世帯 8 世帯 4 世帯 1 世帯 -  10 世帯 

（57 ㎡）          66.7% 

6 人世帯 - - 0 世帯 0 世帯 2 世帯 4 世帯 1 世帯 -  6 世帯 

（66.5 ㎡）          85.7% 

7 人以上
世帯 

- - 0 世帯 1 世帯 0 世帯 0 世帯 0 世帯 - 
 1 世帯 

（76 ㎡）          100.0% 

 

注：最低居住面積未満世帯割合は、世帯数（世帯人員別世帯数）に占める割合 

資料：茨木市資料（平成 25 年３月３１日現在） 

 

 

 

 

【用語解説】住生活基本計画（全国計画） 

○最低居住面積水準：世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の

面積に関する水準。 

単身者の最低居住面積水準は 25 ㎡、２人以上の世帯の最低居住面積水準は 10 ㎡×世帯人数＋10 ㎡ 

最低居住面積水準未満世帯 
 

23 世帯 
6.6% 

6.6%

9.1%
0.4%

15.9%
2.1%

20.8%
41.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

市営住宅

総数
持ち家

公営の借家
UR・公社…
民営借家
給与住宅

資料：市営住宅は茨木市資料 

（平成 25 年３月３1 日現在）、 

上記以外は H20 住宅・土地統計調査 
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④ 設備設置、仕様の確保状況 

３点給湯（台所・風呂・洗面所の３箇所の給湯）は、200 戸（52.5%）に設置していま

す。 

また、浴室は、安威住宅を除く全ての住宅で確保しています。 

バリアフリー化については、安威住宅を除く住宅で、住戸内の廊下幅は 80cm 以上確保し、

浴室や便所に手すりを設置しています。 

しかしながら、住戸内外で段差があり、エレベーターも未設置となっています。 

表 13：設備設置、仕様の確保の状況 

住宅名 
棟 

番号 

建設 
年度 
(竣工) 

構造 階数 
住棟 
形式 

戸数 
３点 
給湯 

浴室 
確保 

住戸内バリアフリー化 

ＥＶ 
設置 廊下幅

確保 
手すり
設置 

段差 
解消 

安威住宅 3 S28 木造 1 階 － 1 × × × × × － 

道祖本住宅 1～3 S37 中耐 4 階 階段室型 72 ○ ○ ○ ○ × × 

 

4，5 S45 中耐 4 階 階段室型 48 × ○ ○ ○ × × 

6，7 S46 中耐 4 階 階段室型 48 × ○ ○ ○ × × 

8，9 S49 中耐 4 階 階段室型 48 × ○ ○ ○ × × 

10 S56 中耐 4 階 階段室型 24 × ○ ○ ○ × × 

沢良宜住宅 1～3 S43 中耐 4 階 階段室型 38 ○ ○ ○ ○ × × 

 4 S47 中耐 4 階 階段室型 24 ○ ○ ○ ○ × × 

総持寺住宅 1，2 S45 中耐 4 階 廊下型 42 ○ ○ ○ ○ × × 

 
3 S47 中耐 4 階 廊下型 24 ○ ○ ○ ○ × × 

4 S53 中耐 4 階 階段室型 12 × ○ ○ ○ × × 

注：廊下幅確保…80cm 以上の幅を確保 
手すり設置…浴室・便所に手すり設置 
段差解消 …住戸内の段差の解消 

資料：茨木市資料（平成 25 年３月３１日現在） 

 

 

(3) 市内に立地する府営住宅の概要 

平成 25 年３月３１日現在、大阪府が管理する住宅は、８団地、3,598 戸となっています。 

表 14：市内の府営住宅の概要 

住宅名 
棟 

番号 
建設 
年度 

構造 階数 戸数 備考 

茨木西福井
住宅 

1 H13 中耐 12 階 155 新耐震 

2 H16 中耐 8 階 87 新耐震 

 
3 H16 中耐 8 階 80 新耐震 

4 H19 中耐 7 階 65 新耐震 

茨木郡山住
宅 

1～7 Ｓ45 中耐 5 階 15 壁式 

8 Ｓ45 中耐 5 階 20 壁式 

 

9 Ｓ45 中耐 5 階 30 壁式 

10～11 Ｓ45 中耐 5 階 20 壁式 

12 Ｓ45 中耐 5 階 30 壁式 

13～14 Ｓ45 中耐 5 階 40 壁式 

17 Ｓ45 中耐 5 階 20 壁式 
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18～21 Ｓ45 中耐 5 階 30 壁式 

22 Ｓ45 中耐 5 階 40 壁式 

24 Ｓ45 中耐 5 階 20 壁式 

26 Ｓ45 中耐 5 階 50 壁式 

27 Ｓ45 中耐 5 階 30 壁式 

28 Ｓ45 中耐 5 階 20 壁式 

29～32 Ｓ45 中耐 5 階 30 壁式 

33 Ｓ45 中耐 5 階 50 壁式 

34 Ｓ45 中耐 5 階 30 壁式 

茨木安威住
宅 

1 Ｓ47 中耐 5 階 40 壁式 

2 Ｓ48 中耐 5 階 30 壁式 

 3 Ｓ47 中耐 5 階 40 壁式 

4～5 Ｓ47 中耐 5 階 40 壁式 

6～8 Ｓ48 中耐 5 階 40 壁式 

9 Ｓ47 中耐 5 階 30 壁式 

10 Ｓ48 中耐 5 階 20 壁式 

12 Ｓ48 中耐 5 階 30 壁式 

13～14 Ｓ47 中耐 5 階 40 壁式 

15 Ｓ47 中耐 5 階 40 壁式 

16～17 Ｓ48 中耐 5 階 30 壁式 

18 Ｓ48 中耐 5 階 40 壁式 

19～21 Ｓ48 中耐 5 階 30 壁式 

23 Ｓ48 中耐 5 階 40 壁式 

24 Ｓ48 中耐 5 階 30 壁式 

25 Ｓ47 中耐 5 階 20 壁式 

茨 木松 ヶ 本
住宅 

１ Ｓ55 中耐 10 階 83  

 中耐  126  

茨木玉水住
宅 

1 Ｓ60 中耐 5 28 新耐震 

2 Ｓ62 中耐 5 28 新耐震 

 3 H01 中耐 5 28 新耐震 

4～6 H02 中耐 3 12 新耐震 

7 H02 中耐 3 6 新耐震 

8 H02 中耐 3 18 新耐震 

茨木東奈良
住宅 

1 Ｓ61 中耐 4 24 新耐震 

2～4 Ｓ61 中耐 5 28 新耐震 

 5～6 Ｓ61 中耐 5 36 新耐震 

7～8 Ｓ61 中耐 5 18 新耐震 

9 H06 中耐 5 26 新耐震 

10 H06 中耐 5 30 新耐震 

11～12 H06 中耐 5 18 新耐震 

13 H10 中耐 4 16 新耐震 

14～16 H10 中耐 5 18 新耐震 

17～18 H10 中耐 4 8 新耐震 

茨木玉櫛住
宅 

1 H03 中耐 5 20 新耐震 

2～4 H03 中耐 5 30 新耐震 

 5 H05 中耐 5 20 新耐震 

6 H05 中耐 4 16 新耐震 

7 H05 中耐 4 32 新耐震 

8～9 H07 中耐 5 20 新耐震 

10 H07 中耐 5 38 新耐震 

11～12 H07 中耐 5 30 新耐震 

13 H10 中耐 7 97 新耐震 

14 H13 中耐 7 77 新耐震 

15 H18 中耐 5 45 新耐震 
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茨木三島丘
住宅 

1 H07 中耐 10 129 新耐震 

2 H08 中耐 10 100 新耐震 

 3 H11 中耐 9 56 新耐震 

4 H12 中耐 5 39 新耐震 

5 H14 中耐 5 30 新耐震 
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３ 市営住宅の入居者の現況 

(1) 入居戸数、空き家戸数 

平成２5 年 3 月 31 日現在の入居戸数は 351 戸、空き家が 30 戸となっています。 

表 15：入居戸数、空き家戸数           図 19：入居戸数、空き家戸数 

 
管理 
戸数 

入居 
戸数 

空き家 
戸数 

安威住宅 
1 戸 

100.0% 
1 戸 

100.0% 
0 戸 
0.0% 

道祖本住宅 
240 戸 
100.0% 

222 戸 
92.5% 

18 戸 
7.5% 

沢良宜住宅 
62 戸 

100.0% 
59 戸 
95.2% 

3 戸 
4.8% 

総持寺住宅 
78 戸 

100.0% 
69 戸 
88.5% 

9 戸 
11.5% 

計 
381 戸 351 戸 30 戸 

100.0% 92.1% 7.9% 

資料：茨木市資料（平成 25 年 3 月 3１日現在） 

(2) 年齢 

① 世帯主の年齢 

世帯主の年齢が 65 歳以上の世帯が市営住宅全体の 39.1%を占め、どの住宅も市全体に

比べ、65 歳以上の世帯割合が高くなっています。 

表 16：世帯主年齢別世帯数              図 20：世帯主年齢別世帯数割合の比較 

 世帯数 割合 

19 才以下 0 世帯 0.0% 

20～29 才 19 世帯 5.4% 

30～39 才 34 世帯 9.7% 

40～49 才 69 世帯 19.7% 

50～59 才 47 世帯 13.4% 

60～64 才 44 世帯 12.6% 

65 才以上 137 世帯 39.1% 

 計 350 世帯 100.0% 

注 1：安威住宅は入居世帯が１世帯であるため、 

   グラフ（世帯数割合）には表わしていない。 

（以下同様） 

注 2：市全体は H20 住宅・土地統計調査の世帯主 

   年齢区分が異なるため、65 才以上のみ 

   比較可能。 

資料：市営住宅は茨木市資料（平成 25 年 3 月 3１日現在） 

市全体は H20 住宅・土地統計調査 

入居, 

351戸, 

92.1%

空き家

30戸

7.9%

4.5%

11.9%

2.9%

5.4%

11.3%

8.5%

5.8%

9.7%

15.8%

23.7%

29.0%

19.7%

13.5%

11.9%

14.5%

13.4%

14.4%

10.2%

8.7%

12.6%

40.5%

33.9%

39.1%

39.1%

23.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

道祖本

沢良宜

総持寺

市営住宅

全体

市全体

20～29才 30～39才 40～49才

50～59才 60～64才 65才以上
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② 高齢者を含む世帯 

高齢者（65 才以上）を含む世帯は 148 世帯で、全体の 42.3%を占め、このうち単身

世帯は 55 世帯で 15.7%を占めています。 

市全体と比較すると、どの住宅も高齢者を含む世帯の割合は高くなっています。 

表 17：高齢者を含む世帯数              図 21：高齢者を含む世帯数の割合の比較 

 世帯数 割合 

高齢者を含む世帯 148 世帯 42.3% 

  うち単身世帯 55 世帯 15.7% 

入居世帯 350 世帯 100.0% 

資料：市営住宅は茨木市資料 

（平成 25 年 3 月 3１日現在） 

   安威住宅を除く 

市全体は H20 住宅・土地統計調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者を含む世帯の居住階をみると、

1 階が 44 世帯、２階が 46 世帯と多

くなっていますが、4 階にも 26 世帯

が居住されています。 

本市では、高齢により足腰が弱くなり、

階段の上り下りが厳しいなど、下階へ

の住替えを希望する世帯については、

柔軟に対応しています。 

 

 

 

 

注：中層耐火住宅戸数に占める割合 

安威住宅を除く 

           資料：茨木市資料（平成 2５年 3 月 3１日現在） 

 

図 22：高齢者を含む世帯の居住階 

44世帯,

46.8%

46世帯,

48.4%

32世帯,

33.3%

26世帯,

27.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1階

（94戸）

2階

（95戸）

3階

（96戸）

4階

（95戸）

15.8%

11.9%

18.8%

15.7%

7.2%

27.5%

23.7%

26.1%

26.6%

20.5%

56.8%

64.4%

55.1%

57.7%

72.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

道祖本

沢良宜

総持寺

市営住宅

全体

市全体

単身高齢者 高齢者を含む

(単身除く)

高齢者を

含まない
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32.4%

22.0%

39.1%

32.0%

30.5%

35.1%

33.9%

34.8%

34.9%

28.0%

18.0%

20.3%

17.4%

18.3%

19.2%

8.1%

8.3%

15.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

道祖本

沢良宜

総持寺

市営住宅

全体

市全体

１人世帯 ２人世帯 ３人世帯
４人世帯 ５人世帯 ６人世帯
７人以上世帯

(3) 世帯人数 

入居世帯 350 世帯のうち、単身世帯（１人世帯）が 32.0％、2 人世帯とあわせると 66.9％

と過半数を占め、市全体と比較すると、２人世帯の割合が高くなっています。 

表 18：世帯人員別世帯数            図 23：世帯人員別世帯数割合の比較 

  世帯数 割合 

１人世帯 112 世帯 32.0 %  

２人世帯 122 世帯 34.9 %  

３人世帯 64 世帯 18.3 %  

４人世帯 29 世帯 8.3 %  

５人世帯 15 世帯 4.3 %  

６人世帯 7 世帯 2.0 %  

７人以上世帯 1 世帯 0.3 %  

 計 350 世帯 100.0 %  

資料：市営住宅は茨木市資料 

（平成 25 年 3 月 3１日現在） 

安威住宅を除く 

   市全体は H20 住宅・土地統計調査       

 

 

 

(4) 居住年数 

入居世帯 350 世帯のうち、30 年以上が 47.4％と最も多く、入居の長期化が進行してい

ます。一方、10 年未満も 29.5%を占めています。 

表 19：居住年数別世帯数           図 24：居住年数別世帯数割合の比較 

  世帯数 割合 

5 年未満 66 世帯 18.9% 

5～10 年未満 37 世帯 10.6% 

10～15 年未満 31 世帯 8.9% 

15～20 年未満 18 世帯 5.1% 

20～25 年未満 20 世帯 5.7% 

25～30 年未満 12 世帯 3.4% 

30 年以上 166 世帯 47.4% 

 計 350 世帯 100.0% 

資料：茨木市資料（平成 25 年 3 月 31 日現在） 

安威住宅を除く 

 

11.3%

23.7%

39.1%

18.9%

7.2%

10.6%

53.6%

32.2%

40.6%

47.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

道祖本

沢良宜

総持寺

市営住宅

全体

5年未満 5～10年未満 10～15年未満

15～20年未満 20～25年未満 25～30年未満

30年以上

13.6%

10.8%
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(5) 世帯収入 

世帯収入については、収入分位Ⅰ（104,000 円以下）の世帯が 75.4％を占め、低所得

世帯が多くなっています。 

表 20：収入分位別世帯数 

 
市営住宅全体 公営 （参考）改良 

世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合 

Ⅰ(      0 円～104,000 円） 264 世帯 75.4%  146 世帯 74.5%  118 世帯 76.6%  

Ⅱ（104,001 円～123,000 円） 12 世帯 3.4%  7 世帯 3.6%  5 世帯 3.3%  

Ⅲ（123,001 円～139,000 円） 10 世帯 2.9%  5 世帯 2.6%  5 世帯 3.3%  

Ⅳ（139,001 円～158,000 円） 11 世帯 3.1%  7 世帯 3.6%  4 世帯 2.6%  

Ⅴ（158,001 円～186,000 円） 12 世帯 3.4%  7 世帯 3.6%  5 世帯 3.3%  

Ⅵ（186,001 円～214,000 円） 8 世帯 2.3%  7 世帯 3.6%  1 世帯 0.7%  

Ⅶ（214,001 円～259,000 円） 12 世帯 3.4%  7 世帯 3.6%  5 世帯 3.3%  

Ⅷ(259,001 円～)  21 世帯 6.0%  10 世帯 5.1%  11 世帯 7.1%  

計 350 世帯 100.0%  196 世帯 100.0%  154 世帯 100.0%  

資料：茨木市資料（平成 25 年 3 月 3１日現在） 

安威住宅を除く 

 

図 25：収入分位別世帯割合 

 
 

資料：茨木市資料 

（平成 2５年３月３１日現在） 
安威住宅を除く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：茨木市資料（平成 25 年 3 月 3１日現在） 

安威住宅を除く 

75.2%

66.1%

84.1%

75.4%

0

74.5%

76.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

道祖本

沢良宜

総持寺

市営住宅

全体

公営住宅

改良住宅

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

【用語解説】 

○収入分位： 

全国の全世帯を収入順位に並べ、各世帯が

何％の範囲に位置しているかを示した数値。 

公営住宅の入居収入基準等は、世帯の収入分

位に基づき設定される。 

公営住宅入居者

収入基準 

収入 

区分 

収入分位 政令月収 

入

居

収

入

基

準 

本来 

階層 

Ⅰ 0～10% 104千円以下 

Ⅱ 10～15% 123千円以下 

Ⅲ 15～20% 139千円以下 

Ⅳ 20～25% 158千円以下 

裁量

階層 

Ⅴ 25～32.5% 186千円以下 

Ⅵ 32.5～40% 214千円以下 

  Ⅶ 40～50% 259千円以下 

  Ⅷ 50%～ 259 千円超 

注：改良住宅（みなし公営住宅；改良住宅のうち、一

般公募を行った住宅）の入居収入基準は公営

住宅よりも低い 



27 

 

４ 市営住宅ストックや入居者に関わる取組み 

(1) 改善の実施状況 

改善は、昭和 60 年度前後に規模の増加や台所の改善を実施し、平成６年度から 12 年度に

かけて主に浴室を設置してきました。 

表 21：改善実績 

  
棟 

建設 
年度 
(竣工) 

台所改善・増築を主とした 
住戸改善（Ｓ59～63） 

浴室設置を主とした 
住戸改善（Ｈ6～12） 

改善 
年度 

改善内容 
管理 
戸数 

改善 
年度 

改善内容 
管理 
戸数 

道祖本住宅          

1 Ｓ37 
    4 戸 Ｈ11 浴室増築 4 戸 

Ｓ60 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ増築一部屋増築 20 戸 Ｈ11 浴室増築 20 戸 

2 Ｓ37 
   8 戸 Ｈ11 浴室増築 8 戸 

Ｓ60 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ増築一部屋増築 16 戸 Ｈ11 浴室増築 16 戸 

3 Ｓ37 Ｓ61 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ増築 24 戸 
Ｈ9 浴室増築 12 戸 

Ｈ9 一部屋・浴室増築 12 戸 

4 Ｓ45    24 戸 Ｈ7 浴室増築 24 戸 

5 Ｓ45    24 戸 Ｈ9 浴室増築 24 戸 

6 Ｓ46    24 戸 Ｈ7 浴室増築 24 戸 

7 Ｓ46    24 戸 Ｈ7 浴室増築 24 戸 

8 Ｓ49    24 戸 Ｈ7 浴室増築 24 戸 

9 Ｓ49    24 戸 Ｈ8 浴室増築 24 戸 

10 Ｓ56    24 戸 Ｈ12 浴室増築 24 戸 

沢良宜住宅         

1 Ｓ43 Ｓ59 台所改善 
16 戸 

 

Ｈ8 浴室増築 12 戸 

Ｈ8 二戸一改善（室内浴室設置） 2 戸 

2 Ｓ43 
Ｓ59 台所改善 8 戸 Ｈ6 浴室増築 8 戸 

Ｓ63 二戸一改善 4 戸 Ｈ6 室内浴室設置 4 戸 

3 Ｓ43 Ｓ60 台所改善 16 戸 
Ｈ8 浴室増築 4 戸 

Ｈ8 三戸二改善（室内浴室設置） 8 戸 

4 Ｓ47    24 戸 Ｈ6 浴室増築 24 戸 

総持寺住宅          

1 Ｓ45 Ｓ62 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ拡張 24 戸 Ｈ9 浴室増築 24 戸 

2 Ｓ45 Ｓ62 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ拡張 24 戸 
Ｈ9 室内浴室設置 6 戸 

Ｈ9 三戸二改善（室内浴室設置） 12 戸 

3 Ｓ47    24 戸 Ｈ8 浴室増築 24 戸 

4 Ｓ53    12 戸 Ｈ9 浴室増築 12 戸 

資料：茨木市資料（平成 25 年 3 月 3１日現在） 

安威住宅を除く              
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(2) 維持管理の状況 

平成 19 年度から２３年度までの 5 年間の年間維持管理費の平均は 46,804 千円、住戸当

たりに換算すると 123 千円/戸・年となっています。 

近年、設備配管の老朽化による損傷などが発生しており、一般修理費は年平均 14,716 千

円となり、全体の維持管理費の３割を占め、住戸あたり 39 千円／戸・年となっています。 

表 22：維持管理費の推移                            （単位：千円） 

  平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 年平均 

一般管理的支出 8,261 11,728 9,246 8,605 12,447 10,057 

定期補修支出 3,648 2,352 4,681 4,112 2,363 3,431 

不定期的支出 28,301 21,004 20,960 26259 27,245 24,754 

 空き家補修 7,932 9,554 11,105 13,301 8,297 10,038 

 一般修理 20,370 11,450 9,855 12,958 18,946 14,716 

一時的支出 11,571 12,170 10,584 8,484 0 8,562 

 計 51,781 47,253 45,470 47,460 42,055 46,804 

    一般修理 戸当たり  39 

    合計 戸当たり 123 

 

 

 

 

 

 

資料：茨木市資料（各年度末現在） 

安威住宅を除く    

 

(3) 空き家に対する取組み状況 

① 空き家の発生状況 

平成 20 年度から 24 年度までの 5 年間の平均空き家発生戸数は 33.６戸となっています。 

表 23：空き家の発生状況の推移 

  平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 5 年平均 

道祖本住宅 19 戸 14 戸 11 戸 10 戸 18 戸 14.4 戸 

沢良宜住宅 8 戸 4 戸 5 戸 5 戸 3 戸 5.0 戸 

総持寺住宅 26 戸 15 戸 10 戸 11 戸 9 戸 14.2 戸 

計 53 戸 33 戸 26 戸 26 戸 30 戸  33.6 戸 

注：安威住宅には、空き家はない。 

資料：茨木市資料（各年度末現在） 

 

 

＜各項目の内訳＞ 

■一般管理的支出：光熱水費、消耗品・印刷等（住宅用火災警報器） 

委託料（設備保守、公営住宅管理システム、剪定除草等、明渡訴訟清算、電波障害調査、耐震診断調査） 

■定期補修支出：手数料（建築物及び建築設備定期点検、高架水槽等点検清掃等、墨出し穴現況調査） 

■不定期的支出：修繕料（空き家補修、一般修理） 

■一時的支出：維持補修費（高架水槽改修等） 

安威住宅を除く 
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② 空き家募集の状況 

平成 22 年度以降、入居者募集は年間２回行っています。改良住宅については公営住宅と同

様、平成１６年度から一般公募を行っています。 

また、多様化するニーズにも対応するため、親子近居世帯向け、新婚世帯向け、母子・父子

世帯向け、高齢者世帯向けの優先枠を設け募集を行うとともに、離職退去者や火災等による市

営住宅への一時入居の相談に対しては柔軟に対応するよう努めています。 

平成 20 年度から 24 年度までの 5 年間の平均募集戸数は 12.2 戸、平均応募倍率は約 2.8

倍となっており、平成 23 年度、24 年度の応募倍率は４倍前後と高くなっています。 

表 24：募集・応募の状況 

 
募集 
時期 

募集 
戸数 

応募 
件数 

応募 
倍率 

平成 20 年度 12 月 15 戸 25 件 1.7 倍 

平成 21 年度 11 月 17 戸 49 件 2.9 倍 

平成 22 年度 
6 月 11 戸 34 件 3.1 倍 

12 月 7 戸 20 件 2.9 倍 

平成 23 年度 
6 月 3 戸 13 件 4.3 倍 

12 月 3 戸 7 件 2.3 倍 

平成 24 年度 
6 月 2 戸 9 件 4.5 倍 

12 月 3 戸 15 件 5 倍 

年平均 12.2 戸 34.4 件 2.8 倍 

 

(4) 収入超過者、高額所得者に対する取組み状況 

平成 20 年度から 24 年度までの５年間の平均収入超過者数は 42.0 世帯、うち高額所得者

数は 4.2 世帯となっています。 

収入超過者や高額所得者に対してはその旨の通知をし、特に高額所得者には明渡しと他の公

的賃貸住宅への住替えの指導等を行っています。 

表 25：収入超過者・高額所得者数の推移  

  
入居 

世帯数 
収入 
超過者数 

 

うち高額所
得者数 

平成 20 年度 327 世帯 40 世帯 5 世帯 

  100.0% 12.2% 1.5% 

平成 21 年度 347 世帯 44 世帯 4 世帯 

  100.0% 12.7% 1.2% 

平成 22 年度 354 世帯 40 世帯 4 世帯 

  100.0% 11.3% 1.1% 

平成 23 年度 354 世帯 45 世帯 4 世帯 

  100.0% 12.7% 1.1% 

平成 24 年度 350 世帯 41 世帯 4 世帯 

 100.0% 11.7% 1.1% 

平均 346.2 世帯 42.0 世帯 4.2 世帯 

 100.0% 12.1% 1.2% 

【用語解説】公営住宅法 

○収入超過者 

公営住宅に引き続き３年以上入居していて、

入居収入基準を超える収入がある者 

○高額所得者 

公営住宅に引き続き５年以上入居していて、

最近２年間引き続き収入基準を超える収入

がある者 

資料：茨木市資料（各年度末現在） 

安威住宅を除く 

資料：茨木市資料 

安威住宅を除く 
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収入超過者（高額所得者除く）

高額所得者

その他

収入超過者, 

41 世帯 

11.7% 

 

表26、図26：収入超過者数・高額所得者数 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：茨木市資料（平成 25 年 3 月 31 日現在） 

安威住宅を除く 

 

 

 

入居 収入   

世帯数 超過者数 うち 
高額 
所得者数 

市営  350 世帯 41 世帯 4 世帯 

住宅  100.0% 11.7% 1.1% 

全体 公営 196 世帯 17 世帯 4 世帯 

    100.0% 8.7% 2.0% 

  改良 154 世帯 24 世帯 - 

    100.0% 15.6% - 
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第２章 市営住宅入居者の意向調査 

１ 調査の実施概要 

① 調査の目的 

・現在の団地内の環境に対する満足度や入居者の生活実態を把握する。 

・市営住宅の改善等に関わる入居者の意向を把握する。 

 

② 調査の対象 

・耐用年数を超過している安威住宅を除くすべての住宅。 

 

③ 調査期間 

・平成 23 年 11 月 29 日（火）～12 月 12 日（月） 

 

④ 調査票の配布・回収方法 

・配布方法：各戸配布 

・回収方法：各地区のいのち・愛・ゆめセンターに設置した回収箱に投函。 

又は建築課へ持参。 

 

２ 調査結果の概要 

(1) 回収数 

回収世帯数は 109 世帯で回収率は 31.0%となっています。 

表 27：回収数、回収率 

 

 
  入居世帯数 回収世帯数 回収率 

道祖本住宅 229 世帯 55 世帯 24.0% 

沢良宜住宅 57 世帯 27 世帯 47.4% 

総持寺住宅 66 世帯 26 世帯 39.4% 

不明      － 1 世帯      － 

計 352 世帯 109 世帯 31.0% 
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50.0%

22.2%

25.0%

29.4%

28.6%

22.2%

50.0%

77.8%

17.6%

14.3%

16.7%

23.5%

33.9%

23.5%

14.3%
5.9%

8.9%

11.1%

25.0%

11.1%

25.0%

55.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20～29才

30～39才

40～49才

50～59才

60～64才

65才以上

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

(2) 調査結果 

① 現在の住まいに関する意向 

1）団地内の環境の評価 

満足度（｢満足｣と｢やや満足｣の合計）が高いのは、｢駐車場の位置、収容台数｣、｢近所づ

きあいのよさ｣、｢緑などの自然環境の豊かさ｣となっています。 

団地内の環境の総合評価は、｢不満｣が 29.4%と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団地別に環境の総合評価では、道祖本住宅で満足度（｢満足｣と｢やや満足｣の合計）が低く

なっています。 

また、世帯主年齢別では、50～59 才の満足度が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.3%

11.9%

10.1%

22.0%

29.4%

21.1%

33.0%

35.8%

26.6%

18.3%

23.9%

22.9%

23.9%

25.7%

28.4%

17.4%

18.3%

29.4%

15.6%

18.3%

22.0%

14.7%

11.9%

11.9%

16.5%

4.6%

6.4%

23.9% 22.0%

15.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自転車置場の位置、収容台数

駐車場の位置、収容台数

子どもの遊び場の広さや安全性

緑などの自然環境の豊かさ

近所づきあいのよさ

団地内の環境についての総合評価

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

図27：団地内の環境の評価の回答割合 

図28：団地内の環境の総合評価の団地別回答割合 図29：団地内の環境の総合評価の世帯主年齢別回答割合 

6.4%

7.3%

26.6%

23.6%

25.9%

34.6%

25.7%

18.2%

40.7%

26.9%

29.4%

32.7%

18.5%

34.6%

11.9%

18.2%

3.7%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

道祖本

沢良宜

総持寺

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

11.1

%
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46.8%

21.1%

45.0%

11.0%

1.8%

5.5%

45.0%

33.9%

23.9%

11.0%

0.0%

18.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

親族がいる

よく話をする方がいる

立ち話程度の
つきあいの方はいる

親しい人はいない

その他

無回答

団地内 団地外（徒歩10分以内）

2）近所づきあいの状況 

[複数回答可能] 

団地内、団地外（徒歩 10 分

以内）のいずれにおいても、｢親

族がいる｣が最も多くなってい

ます。 

一方、｢親しい人はいない｣も

約１割を占めています。 

団地別にみると、総持寺住宅

において「親しい人はいない」

が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 
親族が 

いる 

よく話を 

する方が 

いる 

立ち話程の 

つきあいの 

方はいる 

親しい人は 

いない 
その他 無回答 

道祖本 

住宅 

団地内 49.1% 16.4% 49.1% 7.3% 3.6% 5.5% 

団地外 
（徒歩 10 分以内） 

38.2% 36.4% 25.5% 7.3% 0.0% 21.8% 

沢良宜 

住宅 

団地内 59.3% 29.6% 48.1% 3.7% 0.0% 7.4% 

団地外 
（徒歩 10 分以内） 

55.6% 33.3% 33.3% 3.7% 0.0% 22.2% 

総持寺 

住宅 

団地内 26.9% 19.2% 34.6% 26.9% 0.0% 3.8% 

団地外 

（徒歩 10 分以内） 
46.2% 26.9% 11.5% 26.9% 0.0% 7.7% 

図30：近所づきあいの状況の回答割合 
 

表28：近所づきあいの状況の団地別回答割合 
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3）快適な共同生活を送るうえで、最近特に気になっていること、困っていること 

[複数回答可能] 

全体では｢禁止にも関わらずペットを飼っている人が増えた｣が 50.5％と最も多く、次

いで｢ゴミ出しのルールを守らない人が増えた｣（40.4%）、｢駐車スペースの外に置かれる

自動車が増えた｣（37.6%）の順になっています。 

道祖本住宅では、他の住宅と比較し、｢ゴミ出しのルールを守らない人が増えた｣、｢駐車

スペースの外に置かれる自動車が増えた｣が多く、沢良宜住宅では、「禁止にも関わらずペ

ットを飼っている人が増えた」が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4）現在の暮らしのなかで不安・不便に感じていること 

[60 歳以上、主なもの３つまで回答可能] 

道祖本住宅では「買い物や病院・福祉施設が遠い」が最も多くなっています。 

総持寺住宅では「特になし」が最も多く、次いで「住棟ののぼりおりがしにくい、建物

周辺にスロープがなく歩行が不便」が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.6%

50.5%

18.3%

7.3%

13.8%

12.8%

37.6%

40.4%

28.4%

20.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

だれが住んでいるのかわからなくて不安

コミュニティのとりまとめや住棟の世話をする人がいない

草かりや団地まわりの掃除などが、たいへんになった

ゴミ出しのルールを守らない人が増えた

禁止にも関わらずペットを飼っている人が増えた

自治会などの活動に参加しない人が増えた

駐車スペースの外に置かれる自動車が増えた

特になし

その他

無回答

全体

道祖本

総持寺

沢良宜

6.3%

6.3%

11.4%

10.1%

25.3%

11.4%

5.1%

7.6%

10.1%

39.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

お風呂が利用しにくい

便所が利用しにくい

住宅内に段差が多く危険である

玄関やドアが開き戸なので出入りしにくい

住棟の階段ののぼりおりがしにくい
建物周辺にスロープがなく歩行が不便

買い物や病院・福祉施設が遠い

身の回りの世話をしてくれる人がいない

特になし

その他

無回答

全体

道祖本

総持寺

沢良宜

図31：快適な共同生活を送るうえで、最近気になっていること、困っていることの回答割合 

図32：現在の暮らしのなかで不安・不便に感じていることの回答割合 
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② 将来に対する意向 

1）今後の居住意向 

全体では｢このまま住み続けたい｣が 57.8%を占めていますが、｢1～２階へ住みかえ

たい｣も 10.1％を占めています。 

団地別では、道祖本住宅で｢１～２階へ住みかえたい｣、総持寺住宅では｢このまま住み

続けたい｣が多くなっています。 

 

 

 

       

 

2）他の市営住宅などへ移転 

 

全 体 では ｢わ から ない｣ が

75.6％と最も多く、｢他の市営

住宅などへ移る｣が 11.6％と

なっています。 

団地別では総持寺住宅で｢他

の市営住宅に移る｣が多くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

57.8%

52.7%

55.6%

69.2%

10.1%

14.5%

3.7%

7.7%

7.3%

7.3%

7.4%

7.7%

15.6%

16.4%

18.5%

11.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

道祖本

沢良宜

総持寺

このまま住み続けたい １～２階へ住みかえたい
他の公営住宅 親や子どもなどの家
持家（一戸建・マンションを買う） 民間の賃貸住宅（アパート・貸家等）
公団（UR）・公社などの賃貸住宅 社宅・寮・官舎
その他 わからない
無回答

7.4%

図33：今後の居住意向に関する回答割合 

図34：他の市営住宅などへの移転に関する回答割合 

11.6%

9.1%

11.1%

17.4%

75.6%

77.3%

72.2%

73.9%

11.6%

13.6%

11.1%

8.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

道祖本

沢良宜

総持寺

他の市営住宅などへ移る
自分でその他の住宅を探して引っ越す
わからない
無回答

1.2% 

5.6% 
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3）世帯規模に応じた住まいへの住替えに関する意向 

全体では｢住みかえたくない｣が 62.4％と過半を占めますが、｢困っている人がいれば、

小さい住宅に住みかえてもよい｣（5.5％）や｢条件によっては、小さい住宅に住みかえ

てもよい｣（14.7％）をあわせると、20.2%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4）改善意向[主なもの２つまで回答可能] 

全体では｢家賃が増加するなら改善は必要ない｣が 25.7％と全体の約１/４を占めて 

います。 

必要な改善としては、｢水まわり（台所・浴室・便所）の設備改善｣（22.0％）と｢内装

の改善｣（22.0％）、｢結露の対策｣（18.3％）の順になっています。 

団地別では、沢良宜住宅で「家賃が増加するなら改善は必要ない」が少なく、総持寺

住宅と沢良宜住宅では、｢水まわり（台所・浴室・便所）の設備改善｣と｢結露の対策｣が

多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.0%

18.3%

22.0%

11.9%

4.6%

16.5%

6.4%

13.8%

25.7%

2.8%

3.7%

11.0%

7.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

居室の間取りの変更

水まわり（台所・浴室・便所）の設備改善

結露の対策

高齢者対応の改善（段差解消・手すり設置など）

内装の改善

住棟とそのまわりの舗装の改修・スロープ設置

窓・戸の改善

電気設備の改善（電気容量を増やす）

外壁の塗りかえ

家賃が増加するなら改善は必要ない

特に改善の必要なところはない

その他

無回答

全体

道祖本

総持寺

沢良宜

図37：改善意向に関する回答割合 

25.0%

12.1%

22.7%

25.0%

100.0%

65.6%

66.7%

54.5%

50.0%

75.0%

100.0%

21.9%

13.6%

25.0%

9.1%

9.4%

9.1%

6.1%

3.1%

6.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

7 人以上

困っている人がいれば、小さい住宅に住みかえてもよい
条件によっては、小さい住宅に住み替えてもよい
住みかえたくない
その他
無回答

5.5%

14.8%

7.7%

14.5%

22.2%

11.5%

62.4%

67.3%

44.4%

69.2%

3.6%

3.7%

11.9%

14.5%

14.8%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

道祖本

沢良宜

総持寺

困っている人がいれば、小さい住宅に住みかえてもよい
条件によっては、小さい住宅に住み替えてもよい
住みかえたくない
その他
無回答

7.7% 11.5%

14.7% 5.5%

図35：世帯規模に応じた住替えに関する回答割合 
図36：世帯人員別世帯規模に応じた 

住替えに関する割合 
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３ 調査結果から市が主体的に取組むべき課題 

(1) 住戸の状況等に応じた改善等の実施 

回答者全体では｢家賃が増加するなら改善は必要ない｣が 25.7％と最も多いため、早急に

改善を行う必要はないものの、団地によって改善意向が異なっていることから、住戸の状況

と入居者意向を踏まえながら、改善等を行っていくことが求められています。 

 

(2) 住替えによる対応 

60 才以上を含む世帯のうち 10.7％の世帯が１～２階へ住替えを希望しています。 

このため、入居者の意向も踏まえながら、高齢者を含む世帯の低層階への住替えを進めて

いくことが望まれます。 

また、世帯規模に応じた住替えをしても構わないと回答している世帯も約２割存在してい

ることから、最低居住面積水準未満世帯の解消を図るため、世帯規模に応じた住戸への住替

えを進めていくことも求められています。 

さらに、現在の暮らしのなかで不安・不便に感じることとして、買い物や病院・福祉施設

が遠いことと回答している世帯も多いことから、生活利便性の高い市街地への住替えの情報

提供などを支援することも考えれらます。 
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第３章 市営住宅に関わる課題 

１ 安全性の確保と維持管理 

(1) 入居者の安全性 

市営住宅は１９棟、３８１戸を管理していますが、耐震性を確保している住宅は戸数比約

32％となっています。 

本市では、市有建築物全体の耐震化率を平成 27 年度末までに 9 割以上とするという目標

を掲げており、入居者の安全性を確保するためにも、耐震診断・耐震改修を実施し、構造躯

体の安全性の早急な確保とともに、住戸内外のバリアフリー化が求められます。 

しかし、厳しい財政状況においては、早急に全ての耐震改修やバリアフリー化を行うこと

は困難です。 

このため、既存住棟の耐震改修等を基本としながら、また、改善事業を実施する際には、

事業量の平準化や事業の効率性も視野に入れながら、整備スケジュールを検討していくこと

が求められます。 

 

(2) 住宅ストックの長寿命化 

近年、設備配管の老朽化による損傷などが起こっており、一般修理費が全体の維持管理費

の３割を占めています。 

長寿命化により今後も活用する住宅ストックについては、損傷してから修繕を行うのでは

なく、計画的な事業スケジュールのもと、前もって予防保全的な改善を実施することによる

適切な維持管理に取組んでいくことが求められます。 

 

２ 管理・運営 

(1) 居住面積水準や高齢化に対応した住宅性能等の確保 

入居世帯のなかには最低居住面積水準を満たさない世帯が存在し、意向調査では約２割の

世帯が条件つきも含め、世帯規模に応じた住戸に住替えても構わないと回答されています。 

このため、入居世帯が世帯規模に応じた住戸専用面積への居住環境を整えるとともに、適

切な設備・仕様を整える必要があります。 

また、市営住宅入居世帯のうち、高齢者を含む世帯は 42.3%を占め、市全体に比べ高齢

化が進行していますが、中層耐火住宅にはエレベーターが設置されておらず、住戸内外にも

段差がある部分が見られ、意向調査においても１～２階へ住替えを希望する世帯が、約１割

存在します。 

このため、住戸内外のバリアフリー化を図るとともに、低層階に住替えを希望する高齢世

帯等については、住替えを進めることが求められます。 
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(2) 入居の公平性の確保 

この５年間の平均応募倍率は 2.8 倍であり、募集戸数を上回る応募があります。 

入居者のなかには、収入超過者や高額所得者として認定している方もおられ、真に住宅に

困窮する世帯が市営住宅に入居できなくなっています。 

また、入居が長期化している世帯も存在します。 

このため、収入超過者等の他の公的賃貸住宅等への住替えを進めることが求められます。 

 

(3) 住宅セーフティネットとしての役割 

住宅に困窮する低額所得者だけではなく、高齢者や障がい者、子育て世帯など民間賃貸住

宅市場で適切な住宅の確保が困難な世帯を対象に住宅の供給が求められます。 
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第 4 章 市営住宅に関する基本方針 

１ 安全性の確保と維持管理の考え方 

(1) 安全性の確保 

入居者の安全性を確保するため、耐震診断により耐震性を満たさない住棟については耐

震改修を実施します。 

また、安全な居住環境を整備するためにもバリアフリー化に努めます。 

 

(2) 長期的な活用 

住棟・住戸単位で修繕・改善履歴のデータ整理と定期点検を踏まえ、必要に応じて予防

保全的な修繕・改善を実施し、既存ストックを現状維持するため、住宅ストックの適切な

管理と長期的な活用を図ります。 

 

２ 管理・運営の考え方 

(1) 居住環境の向上 

入居世帯が世帯規模に応じた居住面積の住戸に居住できるような取組みに努めます。 

また、高齢者や障がい者等が安心して居住できるよう低層階への住替えに配慮します。 

 

(2) 収入超過者等に対する対応 

入居者が他の公的賃貸住宅や民間賃貸住宅への住替えを希望される場合や、収入超過者

等が他の公的賃貸住宅等へ住替えをされる場合は、斡旋等に配慮します。 

 

(3) 真に住宅に困窮した世帯への対応 

高齢者や障がい者、子育て世帯など特に配慮を要する世帯に対して、入居者募集におい

て適時優先枠を設けるなど福祉的な視点を取り入れます。 
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３ 整備の目標戸数と水準 

(1) 住宅の整備目標戸数 

市内の公的賃貸住宅は8,169戸ありますが、現在のストックでは不足している状況にあり

ます。 

しかし、茨木市将来推計人口等調査報告書によると、総人口は、平成３２年以降、減少に

転じることが予測されており、また、厳しい財政状況の中、本市においては、現時点におい

て公営住宅を新しく建設することは困難な状況となっています。 

したがって、本市の市営住宅は築年数が50年を経過するなど、昭和40年代までに建てら

れたものが大半となっていますが、市営住宅ストックの質的向上を図ることを優先すべき整

備の考え方と捉え、戸数を現状維持するため、耐震化や改善などを早急に実施し、既存の市

営住宅を適切に維持管理し、既存ストックを有効活用していきます。 

 

(2) 住宅の整備目標水準 

整備目標の水準について、防火、避難、防犯、省エネルギー、遮音性能など条例に基づき、

次のとおり設定します。 

 
＜住戸の規模及び構成などに関わる目標＞ 

規  模 
ファミリー世帯を構成する最小人数の３人が、最低居住面積水準を満た

す面積の確保を目指します。 

構  成 適切な収納スペースの確保を目指します。 

 
＜住戸性能及び設備に関わる目標＞ 

安 全 性 
躯体の構造強度、防火、避難経路の確保、防犯、転落・落下物の防止に

関して適切な水準の確保を目指します。 

耐 久 性 
部材や設備の耐久性及び防水性、また結露防止などに関して適切な水準

の確保を目指します。 

快 適 性 
日照、通風、採光、開放性、プライバシーの確保、熱損失の防止、遮音、

給湯などに関して適切な水準の確保を目指します。 

高齢者への配慮 
高齢者などの日常生活の安全性、活動の容易性に関して適切な水準の確

保を目指します。 

 
＜共用部分及び外部空間に関わる目標＞ 

共用部分 
共用廊下、共用階段、共用設備などについては、高齢者などの日常生活

の安全性、活動の容易性に関して適切な水準の確保を目指します。 

附帯施設 
自転車置場、倉庫、ごみ置場などについては、すべての世帯が支障なく

利用できるように適切な水準の確保を目指します。 

共同施設 
児童遊園、集会所などについては、居住者の快適な生活、交流などが図

れるよう、適切な水準の確保を目指します。 
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第５章 長寿命化を図るべき市営住宅の選定 

１ 活用手法の基本的な考え方と選定フロー 

(1)  活用手法の基本的な考え方 

① 修繕（維持管理） 

現在の住棟を計画修繕のもとで維持していくもの 

【手法選定の考え方】 

・以下の方法により維持管理を行うことが適切な場合 

維持保守点検、経常修繕（経常的に必要となる修繕）、 

計画修繕（修繕周期に基づくなど計画的に実施すべき修繕） など 

② 改善 

現在の躯体をより長期にわたり維持するための措置や躯体の安全性を確保し、居住性向上に係る

高齢化対応、室内の快適性を向上する省エネルギー対応などを実施し、できる限り長期間維持でき

る改善を施すもの 

【手法選定の考え方】 

・新耐震基準を満たす安全性を備える住棟で、住戸の質が現行水準に達していない場合 

・耐久性の向上等を改善・修繕工事と合わせて合理的・効率的に行うことが適切な場合 

・耐震性の確保、避難経路の確保等を必要とする場合 

   ａ．居住性向上型（居住性向上のための給湯及び電気容量、開口部のアルミサッシ化 

等の改善） 

ｂ．福祉対応型（住戸内外の高齢者・障害者対応としてのバリアフリー化改善） 

ｃ．安全性確保型（主に躯体の耐震性、防災性、防火設備等の現行基準並みの 

安全性を確保するための改善） 

ｄ．長寿命化型（外壁、屋根、給排水管等の耐久性の向上のための改善） 

③ 用途廃止・建替え 

住棟や共同施設の用途の廃止を行うもの、又は、住棟を除却し、その土地の全部又は一部に新た

に住宅を建設するもの 

【手法選定の考え方】 

・構造上、躯体の安全性の向上を図る改修が困難である又は効率的でない場合 

・経過年数が耐用年限の１/２以上を大幅に経過し、躯体・設備等を勘案した時に老朽化が著し

いと判断される場合 
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(2)  活用手法の選定フロー 

【１次判定】 

 

 

 

 

 

 

【２次判定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【３次判定】  

 
 
 
①構造別 
 築年数別 
 グループ 

区分 

可能性なし 

可能性なし 

可能性なし 

問題あり 

問題あり 

問題あり 

可能性あり 

可能性あり 

可能性あり 

問題なし 

問題なし 

問題なし 

必要なし 

総合的、事業政策的な検討 
              【 最 終 判 定 】 

必要あり

改 善 

候 補 

修繕候補 

（維持管理） 

改修の 

可能性の判定 

改修の 

可能性の判定 

①躯体の安全

性の判定 

②避難の安全

性の判定 

③居住性の 

判定 

改善の 

可能性の判定 

修繕候補 

（維持管理） 

２次判定 
（継続判定） 

 
 改 善 用途廃止 

 

修 繕 

（維持管理） 

修繕候補 

（維持管理） 

④長寿命化改善の必要性の判定 

 
 
 
 
 
 

用途廃止 
・建替え 
候 補 

 
 
 
②改善履歴 

  による 
判定 

改善候補 

用途廃止・ 
建替え候補 

建替え 
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２ 団地別住棟別活用計画 

(1)  １次判定 

① 構造別築年数別グループ区分 

構造別築年数別に、次のとおりグループに分類し、活用手法の検討を行います。 

表 29：『①構造別築年数別グループ区分』の判定表とその後の判定フロー 

        構 造 
 
築年数区分 

木  造 耐火構造 

昭和 39 年 
以前 

【該当する住棟】 
   安威住宅 3 

【該当する住棟】 
道祖本住宅 1～3 

昭和 40 年代 

 【該当する住棟】 
道祖本住宅 4～9 
沢良宜住宅 1～4 
総持寺住宅 1～3 

昭和 50 年代 

 【該当する住棟】 
道祖本住宅 10 
総持寺住宅 4 

判 定 
耐用年数 30 年を超過しており、 
用途廃止・建替え候補とする。 

②改善履歴による判定に進む。 

 
② 改善履歴による判定 

改善の実施状況及び標準管理期間（10 年）の超過状況により、「修繕候補（維持管理）」、

｢用途廃止・建替え候補｣、「２次判定（継続判定）候補」を判定します。 

判定項目・基準 

判定項目 判定基準 

改善履歴 

の状況 

全ての住棟において、大規模な改善から標準管理期間（10 年）を既に超過

しており、継続判定と判定します。 

 

 

表 30：１次判定結果 
 

 
住宅名 棟番号 

①構造別築年数別 

グループ区分 

②改善履歴に 

よる判定 

１次判定 

結果 

安威 

住宅 
3 用途廃止・建替え候補 改善なし 

用途廃止 

・建替え候補 

道祖本 

住宅 

1～3 ②改善履歴による判定 
改善あり 

標準管理期間超過 
継続判定 

4～10 ②改善履歴による判定 
改善あり 

標準管理期間超過 
継続判定 

沢良宜 

住宅 
1～4 ②改善履歴による判定 

改善あり 
標準管理期間超過 

継続判定 

総持寺 

住宅 
1～4 ③改善履歴による判定 

改善あり 
標準管理期間超過 

継続判定 

３次判定
へ進む 

 
 
 
２次判定
へ進む 
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(2)  ２次判定 

① 躯体の安全性の判定 

躯体の耐震性の確保状況について判定を行います。 

判定項目・基準 

判定項目 判定基準 

耐震性の確保 耐火構造で、昭和 56 年度（1981 年度）以前に建設している全住棟のうち、

耐震診断の結果、耐震性を満たしている場合は、「問題なし(改修の必要性な

し)」と判定（２次判定結果表○）する。 

 

② 避難の安全性の判定 

図面等により、二方向避難や防火区画の確保状況を確認します。 

判定項目・基準 

判定項目 判定基準 

1）ニ方向避難 避難する場所への経路を確保している場合、又はバルコニー、隣戸などの経

由や、バルコニー設置の固定式避難器具を使用して避難できる場合は、二方

向避難を確保していると判断し、「改修の必要性なし」と判定（２次判定結

果表○）する。 

2）防火区画 原則として新築時に法定の仕様で建設しているため、特別の理由のない限り

確保されており、「改修の必要性なし」と判定（２次判定結果表○）する。 

 

③ 居住性の判定 

整備目標水準のうち、特に重要と考えられる水準について、居住性の判定を行います。 

判定項目・基準 

判定項目 判定基準 

■居住性（住戸内）の判定 

1）住戸規模 ３人世帯の最低居住面積水準(40 ㎡)を確保した住戸のみからなる住棟

は、「改修の必要性なし」と判定（２次判定結果表○）する。 

2）3 点給湯 ３点給湯（浴室、台所、洗面所）を確保している場合は、「改修の必要

性なし」と判定（２次判定結果表○）する。 

3）浴室 浴室を備えている場合は、「改修の必要性なし」と判定（２次判定結果

表○）する。 

4）バリアフリー 廊下幅確保、手すり設置、段差解消の全ての仕様が整っている場合は、

「改修の必要性なし」と判定（２次判定結果表○）する。 
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判定項目 判定基準 

■居住性（住棟内）の判定 

1) バリアフリー 次の全てに該当する場合は、「改修の必要性なし」と判定する。 

・住棟入口：段差がないかスロープを設置している場合。 

・階段・廊下：手すりを全て設置している場合。 

2) ＥＶ設置 エレベーターを設置している場合は、「改修の必要性なし」と判定（２

次判定結果表○）する。 

エレベーター未設置住棟のうち、エレベーター設置の効果が高い廊下型

住棟（２次判定結果表△）と、階段室型住棟（２次判定結果表×）を整

理する。 

■居住性（住棟外）の判定 

1) 駐車場 団地内に駐車場がある場合は、「改修の必要性なし」と判定（２次判定

結果表○）する。 

2) 自転車置場 団地内に自転車置場がある場合は、「改修の必要性なし」と判定（２次

判定結果表○）する。 

3) 倉 庫 団地内に倉庫がある場合は、「改修の必要性なし」と判定（２次判定結

果表○）する。 

4) 集会所 団地内に集会所がある場合は、「改修の必要性なし」と判定（２次判定

結果表○）する。 

5) 児童遊園 

 

団地内又は隣接地に児童遊園、広場、緑地などがある場合は、「改修の

必要性なし」と判定（２次判定結果表○）する。 

 
④ 長寿命化型改善の必要性の判定 

外壁、設備配管等について長寿命化型改善の必要性の判定を行います。 

判定項目・基準 

判定項目 判定基準 

■長寿命化型改善の必要性 

1）屋上・外壁 外壁改修及び屋上防水工事を実施後、概ね 15 年未満の場合は、「改修の

必要性なし」と判定（２次判定結果表○）する。 

2）設備配管 設備配管に関わる修繕等を実施後、概ね 20 年未満の場合は、「改修の必

要性なし」と判定（２次判定結果表○）する。 
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表 31：２次判定結果（その１） 

棟 

番号 
種別 

建設 

年度 

(竣工) 

構造 
管理 

戸数 

住棟 

形式 

住戸 

面積 

（参考） 

敷地 

面積 

①躯体の安全性の判定 ②避難の安全性の判定 ③-1 居住性（住戸内）の判定 

耐震性の確保 

【判定】 

評 価 

【判定】 

1)２方向避難 

【判定】 

2)防火区画 

【判定】 

評 価 

【判定】 

1)住戸規模 

【判定】 

2) ３点給湯 

【判定】 

3)浴 室 

【判定】 

4)ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ 

【判定】 

評 価 

【判定】 

○：有 

 

 

×：無 

 

 

○：改修の 

可能性 

   無 

△：改修の 

可能性 

  有 

○：有 

 

 

×：無 

 

 

○：有 

 

 

×：無 

 

 

○：改修の 

可能性 

   無 

△：改修の 

可能性 

      有 

○：40 ㎡以上 

 

△：40 ㎡未満 

含む 

×：40 ㎡未満 

のみ 

○：有 

 

 

×：無 

 

 

○：有 

 

 

×：無 

 

 

○：対応 

 

△：一部対応 

 

×：未対応 

 

○：改修の 

可能性 

   無 

△：改修の 

可能性 

   有 

■道祖本住宅 

1 改良 S37 中耐 24 戸 階段室型 
38.10 ㎡ 

61.90 ㎡ 

13,520 ㎡ 

× △ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ 

2 改良 S37 中耐 24 戸 階段室型 

38.10 ㎡ 

58.70 ㎡ 

61.90 ㎡ 

× △ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ 

3 改良 S37 中耐 24 戸 階段室型 
36.46 ㎡ 

61.93 ㎡ 
× △ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ 

5 改良 S45 中耐 24 戸 階段室型 50.56 ㎡ ○ △ ○ ○ ○ ○ × ○ △ △ 

7 改良 S46 中耐 24 戸 階段室型 48.90 ㎡ ○ △ ○ ○ ○ ○ × ○ △ △ 

4 改良 S45 中耐 24 戸 階段室型 50.45 ㎡ 
2,932 ㎡ 

○ △ ○ ○ ○ ○ × ○ △ △ 

6 改良 S46 中耐 24 戸 階段室型 50.45 ㎡ ○ △ ○ ○ ○ ○ × ○ △ △ 

8 公営 S49 中耐 24 戸 階段室型 53.41 ㎡ 
3,991 ㎡ 

× △ ○ ○ ○ ○ × ○ △ △ 

9 公営 S49 中耐 24 戸 階段室型 53.41 ㎡ × △ ○ ○ ○ ○ × ○ △ △ 

10 公営 S56 中耐 24 戸 階段室型 69.10 ㎡ 3,383 ㎡ ○ △ ○ ○ ○ ○ × ○ △ △ 

■沢良宜住宅  

1 公営 S43 中耐 14 戸 階段室型 

46.44 ㎡ 

48.13 ㎡ 

76.96 ㎡ 

4,542 ㎡ 

× △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 

2 公営 S43 中耐 12 戸 階段室型 
44.44 ㎡ 

71.44 ㎡ 
× △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 

3 公営 S43 中耐 12 戸 階段室型 

44.73 ㎡ 

53.82 ㎡ 

61.73 ㎡ 

× △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 

4 公営 S47 中耐 24 戸 階段室型 52.51 ㎡ × △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 

■総持寺住宅 

1 公営 S45 中耐 24 戸 廊下型 46.58 ㎡ 

4,914 ㎡ 

× △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 

2 公営 S45 中耐 18 戸 廊下型 
40.23 ㎡ 

61.15 ㎡ 
× △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 

3 公営 S47 中耐 24 戸 廊下型 48.36 ㎡ × △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 

4 公営 S53 中耐 12 戸 階段室型 64.64 ㎡ 945 ㎡ × △ ○ ○ ○ ○ × ○ △ △ 
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表 32：２次判定結果（その２） 

棟 

番号 

③-2 居住性（住棟内）の判定 ③-3 居住性（住棟外）の判定 ④長寿命化の判定   

２次判定結果 

1)ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ 

【判定】 

2)ＥＶ設置 

【判定】 

評 価 

【判定】 

1)駐車場 

【判定】 

2)自転車置場 

【判定】 

3)倉 庫 

【判定】 

4)集会所 

【判定】 

5)児童遊園 

【判定】 

評 価 

【判定】 

1)屋根・外壁 

【判定】 

2)配 管 

【判定】 

評 価 

【判定】 

  

  
○：対応 

 

△：一部対応 

 

×：未対応 

 

○：有 

 

無 

△：廊下型 

無 

×：階段室型 

○：改修の 

可能性 

  無 

△：改修の 

可能性 

     有 

○：有 

 

 

×：無 

 

 

○：有 

 

 

×：無 

 

 

○：有 

 

 

×：無 

 

 

○：有 

 

 

×：無 

 

 

○：有 

 

 

×：無 

 

 

○：改修の 

可能性 

   無 

△：改修の 

可能性 

   有 

○：有 

 

 

×：無 

 

 

○：有 

 

 

×：無 

 

 

○：改修の 

必要性 

   無 

△：改修の 

必要性 

   有 

  

 

■道祖本住宅 

1 △ × △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × △ 

  

改善候補 

（耐震化、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ、ＥＶ、長寿命化） 

2 △ × △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × △ 改善候補 

（耐震化、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ、ＥＶ、長寿命化） 

3 △ × △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × △ 改善候補 

（耐震化、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ、ＥＶ、長寿命化） 

5 △ × △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × △ 改善候補 

（３点給湯、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ、ＥＶ、長寿命化） 

7 △ × △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × △   
改善候補 

（３点給湯、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ、ＥＶ、長寿命化） 

4 △ × △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × △   
改善候補 

（３点給湯、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ、ＥＶ、長寿命化） 

6 △ × △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × △   
改善候補 

（３点給湯、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ、ＥＶ、長寿命化） 

8 △ × △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × △   
改善候補 

（耐震化、３点給湯、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ、ＥＶ、長寿命化） 

9 △ × △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × △   
改善候補 

（耐震化、３点給湯、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ、ＥＶ、長寿命化） 

10 △ × △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × △   
改善候補 

（３点給湯、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ、ＥＶ、長寿命化） 

■沢良宜住宅 

1 △ × △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × △  
改善候補 

（耐震化、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ、ＥＶ、長寿命化） 

2 △ × △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × △  
改善候補 

（耐震化、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ、ＥＶ、長寿命化） 

3 △ × △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × △  
改善候補 

（耐震化、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ、ＥＶ、長寿命化） 

4 △ × △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × △  
改善候補 

（耐震化、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ、ＥＶ、長寿命化） 

■総持寺住宅 

1 ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × △   
改善候補 

（耐震化、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ、ＥＶ、長寿命化） 

2 ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × △   
改善候補 

（耐震化、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ、ＥＶ、長寿命化） 

3 ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × △   
改善候補 

（耐震化、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ、ＥＶ、長寿命化） 

4 △ × △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × △   
改善候補 

（耐震化、３点給湯、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ、ＥＶ、長寿命化） 
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(3)  ３次判定

３次判定では、２次判定までの判定結果をもとに、次の視点から総合的、事業政策的な

判定を行います。 

 
評価の考え方 

＜活用手法・整備の優先順位の検討＞ 

１次判定、２次判定の活用手法を踏まえ、具体的な改善内容を検討したうえで、敷地の状況や整

備の効率性などを勘案し、最終判定を行います。 

 

【用途廃止の判定】 

１次判定結果で用途廃止・建替え候補と判定している住棟は、耐用年数を既に超過し老朽化

していることや立地から、用途廃止とします。 

 

【改善の判定】 

1）耐震化： 

入居者の安全を確保するため、耐震診断を行い優先的に耐震改修を行います。 

2）住戸の３点給湯、バリアフリー： 

耐震化や長寿命化対応に比べ、整備の優先順位は低いと考えられることから、空家修繕で対

応します。 

3）住棟のバリアフリー、エレベーター設置： 

階段室型住棟は、エレベーターを設置しても、各住戸にアクセスするには、半階分階段を使用

しなければならず、また、建物の配置状況からエレベーターの設置スペースの確保が難しいこと

や、厳しい財政状況であることから、設置を見合わせます。 

しかし、住棟入口の段差解消（スロープ設置）や手すり設置などを行うことでバリアフリー化を

進めるとともに、高齢者・障がい者等移動が困難な世帯は、低層階の住戸への住替え等により

対応します。 

廊下型住棟は、建物の配置状況からエレベーターの設置が可能か見極めるとともに、厳しい

財政状況も勘案したうえで設置の可能性を検討します。 

4）長寿命化型： 

長期的な活用を図るため、改善を実施します。 

 

 

部位 考え方 内  容 

屋   上 
ライフサイクルコスト低減効果の検

証から、早期に実施することが望

ましいため、財政状況を見極め、で

きる限り早く実施します。 

防水性、断熱性、耐久性の向上 

外   壁 防水性、耐久性の向上 

設備配管 

設備配管については、既に老朽化

が進んでおり、入居者が生活を送

るうえでも必要不可欠な設備であ

るため、早期に改善を行います。 

耐食性、耐久性の向上 
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表 33：３次判定結果 

棟 

番号 
種別 

竣工 

年度 
構造 

管理 

戸数 

2次判定まで

の活用手法 
最終判定 

■安威住宅 

3 公営 S28 木造 1 戸 

用途廃止 

・建替え 

候補 

用 途  
廃 止  

木造住宅の耐用年数 30 年を超過し老朽化し

ている。 

また、市街化調整区域に立地しているため、

用途廃止とします。 

■道祖本住宅 

1 改良 S37 中耐 24 戸 改善候補 改 善  

改善の判定に基づき、バリアフリーは空
家修繕で対応し、長寿命化は計画的に進
めます。 
耐震化は耐震診断を行い、耐震性を満た
さない場合は、耐震改修を行います。 
これら住棟は階段室型で、また、建物の
配置状況から設置スペースの確保が難し
いためＥＶは設置しません。 

しかし、低層階の住戸内の段差解消(空家
修繕)や共用部の段差解消などを行い、高
齢入居者等の住替え等により対応しま
す。 

2 改良 S37 中耐 24 戸 改善候補 改 善  

3 改良 S37 中耐 24 戸 改善候補 改 善  

4 改良 S45 中耐 24 戸 改善候補 改 善  
改善の判定に基づき、３点給湯、バリア
フリーは空家修繕で対応し、長寿命化は
計画的に進めます。 
これら住棟は階段室型で、また、建物の
配置状況から設置スペースの確保が難し
いためＥＶは設置しません。 

しかし、低層階の住戸内の段差解消(空家
修繕)や共用部の段差解消などを行い、高
齢入居者等の住替え等により対応しま
す。 

5 改良 S45 中耐 24 戸 改善候補 改 善  

6 改良 S46 中耐 24 戸 改善候補 改 善  

7 改良 S46 中耐 24 戸 改善候補 改 善  

10 公営 S56 中耐 24 戸 改善候補 改 善  

8 公営 S49 中耐 24 戸 改善候補 改 善  

改善の判定に基づき、３点給湯、バリア
フリーは空家修繕で対応し、長寿命化は
計画的に進めます。 
耐震化は耐震診断を行い、耐震性を満た
さない場合は、耐震改修を行います。 
これら住棟は階段室型で、また、建物の
配置状況から設置スペースの確保が難し
いためＥＶは設置しません。 

しかし、低層階の住戸内の段差解消(空家
修繕)や共用部の段差解消などを行い、高
齢入居者等の住替え等により対応しま
す。 

9 公営 S49 中耐 24 戸 改善候補 改 善  

■沢良宜住宅 

1 公営 S43 中耐 14 戸 改善候補 改 善  

改善の判定に基づき、バリアフリーは空
家修繕で対応し、長寿命化は計画的に進
めます。 
耐震化は耐震診断を行い、耐震性を満た
さない場合は、耐震改修を行います。 
これら住棟は階段室型で、また、建物の2 公営 S43 中耐 12 戸 改善候補 改 善  
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3 公営 S43 中耐 12 戸 改善候補 改 善  
配置状況から設置スペースの確保が難し
いためＥＶは設置しません。 

しかし、低層階の住戸内の段差解消(空家
修繕)や共用部の段差解消などを行い、高
齢入居者等の住替え等により対応しま
す。 

4 公営 S47 中耐 24 戸 改善候補 改 善  

■総持寺住宅 

1 公営 S45 中耐 24 戸 改善候補 改 善  

改善の判定に基づき、バリアフリーは空
家修繕で対応し、長寿命化は計画的に進
めます。 
耐震化は耐震診断を行い、耐震性を満た
さない場合は、耐震改修を行います。 
これら住棟は廊下型ですが、建物の配置
状況からＥＶ設置スペースの確保が難し
いためＥＶは設置しません。 
しかし、低層階の住戸内の段差解消(空家
修繕)や共用部の段差解消などを行い、高
齢入居者等の住替え等により対応しま
す。 

3 公営 S47 中耐 24 戸 改善候補 改 善  

2 公営 S45 中耐 18 戸 改善候補 改 善 

改善の判定に基づき、バリアフリーは空
家修繕で対応し、長寿命化は計画的に進
めます。 
耐震化は耐震診断を行い、耐震性を満た
さない場合は、耐震改修を行います。 
住棟は廊下型であり、建物の配置状況か
らＥＶ設置の可能性を見極めるほか、低
層階の住戸内の段差解消(空家修繕)や共
用部の段差解消などを行い、高齢入居者
等の住替え等により対応します。 

4 公営 S53 中耐 12 戸 改善候補 改 善  

改善の判定に基づき、３点給湯、バリア
フリーは空家修繕で対応し、長寿命化は
計画的に進めます。 
耐震化は耐震診断を行い、耐震性を満た
さない場合は、耐震改修を行います。 
住棟は階段室型で、また、建物の配置状
況から設置スペースの確保が難しいため
ＥＶは設置しません。 

しかし、低層階の住戸内の段差解消(空家
修繕)や共用部の段差解消などを行い、高
齢入居者等の住替え等により対応しま
す。 

 
 

表 34：活用手法別管理戸数 

対  象 計 
 

公営住宅 改良住宅 

市営住宅管理戸数 381 戸 213 戸 168 戸 

 維持管理予定戸数 380 戸 212 戸 168 戸 

 うち修繕対応戸数 0 戸 0 戸 0 戸 

うち改善予定戸数 380 戸 212  戸 168  戸 

建替予定戸数 0 戸 0 戸 0 戸 

用途廃止戸数  1  戸  1  戸  0  戸 

新規整備予定戸数 0 戸 0 戸 0 戸 
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第６章 計画の実現に向けて 

１ 計画期間内における市営住宅に関わる取組み 

(1) 長寿命化を図るべき市営住宅の改善事業の方向性 

① 改善事業実施の優先順位とスケジュール 

３次判定の考え方に基づき、市営住宅を長期的に活用するため、以下の改善事業を実施し

ます。 

① 耐震改修 ②から④より優先的に実施します。 

② 外壁改修、屋上防水、配管改修 耐震改修が必要な棟から早期に実施します。 

③ 
住戸内のバリアフリー化や３点給
湯の設置 

高齢者等の住替え時及び空家修繕時に対応します。 

④ 
共用部のバリアフリー化（住棟入
口のスロープ・手すり設置） 

高齢者等を含む世帯の低層階への住替え意向や建物
の配置状況等を踏まえながら、設置に努めます。 

計画期間内の改善事業の実施スケジュールは、事業量の平準化を図るため、下表のとおり

としますが、今後の社会経済情勢や本市の財政状況等に応じて、適宜見直しを行います。 

また、改善事業の実施内容は必要に応じて見直します。 

 

表 35：計画期間内における改善事業の実施スケジュール 

注 1：耐震診断の結果、耐震改修が必要と判断した住棟については、耐震改修（安全

確保）・外壁改修・屋上防水・配管改修（長寿命化）を同時に行います。耐震性

を確保している住棟については、外壁改修・屋上防水設備・配管改修（長寿命

化）を同時に行います。 

注 2：入居者意向調査等で改善意向の高かったものについては、住戸の状況を踏まえ

ながら、空屋修繕による対応を検討します。 

 
計画期間内(H26～R6) 

前期(H26～30) 後期(H31～R6) 

道祖本 1，2，3 S37 
耐震診断 → 耐震改修設計・耐震改修・ 

外壁改修・屋上防水・配管改修 
 

道祖本 4，5 S45  外壁改修・屋上防水・配管改修 

道祖本 6，7 S46  外壁改修・屋上防水・配管改修 

道祖本 8，9 S49 耐震診断 
耐震改修設計・耐震改修・ 

外壁改修・屋上防水・配管改修 

道祖本 10 S56  外壁改修・屋上防水・配管改修 

沢良宜 1，2，3 S43 
耐震診断 → 耐震改修設計・耐震改修・ 

外壁改修・屋上防水・配管改修 
 

沢良宜 4 S47 耐震診断 
耐震改修設計・耐震改修・ 

外壁改修・屋上防水・配管改修 

総持寺 1，2 S45 
耐震診断 → 耐震改修設計・耐震改修・ 

外壁改修・屋上防水・配管改修 
 

総持寺 3 S47 
耐震診断 → 耐震改修設計・耐震改修・ 

外壁改修・屋上防水・配管改修 
 

総持寺 4 S53 耐震診断 
耐震改修設計・耐震改修・ 

外壁改修・屋上防水・配管改修 

53 



47 

(2) 今後の市営住宅の管理・運営 

①入居者への対応 

入居者には、早期に事業内容を周知し協力を得るとともに、移転負担の軽減に配慮した

整備方策を検討します。 

また、真に住宅に困窮している世帯に対して公平かつ的確に市営住宅を供給するため、

収入超過者等に対してその旨の通知を行うとともに、他の公的賃貸住宅等への住替えをさ

れる場合は、斡旋等に配慮します。 

 

②住宅セーフティネットの視点からの対応 

市営住宅は住宅セーフティネットの重要な役割を担っています。したがって、住宅に困

窮する低額所得者のみならず高齢者や障がい者、子育て世帯など、住まいを確保すること

が困難な世帯に対して、適時入居者募集の優先枠を設けるなど福祉部局と連携を図ります。 

 

③用途廃止住宅の入居者への対応 

 入居者には、早期に事業内容を周知するとともに、市営住宅以外への移転を希望される

場合には公的賃貸住宅の紹介など、入居者の移転先の確保に向けた情報提供等の支援も行

います。 
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参考：長寿命化改善によるライフサイクルコストの低減効果の検証 

一般的に老朽化が進行し、より多くの修繕費がかかると考えられる、建設年度の古い住棟

をモデルにして、長寿命化改善の効果を検証します。 

「公営住宅長寿命化計画策定指針」におけるＬＣＣモデル算定方法に基づいて長寿命化型

改善によるライフサイクルコストの改善効果を検証した結果、効果が認められました。 

表 36：ＬＣＣモデル算出方法の基本的な考え方 

計画後のコスト総額の年当たり額が計画前よりも少ない（計画後 ＜ 計画前）結果になれば、ＬＣＣ改

善効果が認められる。 

表：計画前・計画後のコスト総額の内訳 

計画前 建設時点から現時点までに要した修繕費と建替えに要するコスト総額 

計画後 
建設時点から使用予定期間までに要する修繕費と長寿命化型改善費及び建替えに要

するコスト総額 

表：算定条件 

項目 費用 設定根拠 

長
寿
命
化 
改
善
費 

屋上防水 500 千円／戸 

市独自に試算した概算値 

外壁改修 600 千円／戸 

給排水管 ,300 千円／戸 

建
替
え 
工
事
費 

中層耐火 14,000 千円／戸 

住宅局所管事業に係る標準建設費等 
（平成 25 年度事務次官通知） 

修
繕
費 

当該住棟の建設費に修繕項目別に平均的な修繕費乗率、修繕周期を見込んだ費用を見積もる。
当該住棟の建設費は、過去の建設費が明らかでないため、上記の建替工事費を用いる。 
■ 修繕項目別修繕費乗率、修繕周期 

修
繕
項
目 

小
修
繕 

量
水
器 

給
水
吴
呉
吮 

給
湯
器 

外
壁 

屋
上
防
水 

排
水
吴
呉
吮 

共
聴
叹
呉
吝
吡 

給
水
管 

流
厹
台 

排
水
管
洗
浄 

修繕

費乗

率 

0.278% 0.232% 0.046% 1.296% 4.882% 2.472% 0.074% 0.009% 2.778% 1.296% 0.093% 

修

繕

周

期 

1 年 8 年 10 年 13 年 15 年 15 年 15 年 15 年 20 年 20 年 20 年 

※上表の計画修繕項目は全て長寿命化型改善に該当しない（従前の仕様と比して性能が向上し
ない）と設定している 

現
在 
価
値
化 

社会的割引率を４％に設定して求める。 
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＜ＬＣＣモデル算出結果＞（最も建設年度の古い中層耐火造を長寿命化改善により耐用年数まで活用） 

■計画前 

 項目 費用等 備考 

① 使用年数 50 年  

② 累積修繕費 7,006,048 円 Σ（建設工事費×項目別修繕乗率） 

③ 建替工事費 14,000,000 円 標準建設費（主体附帯） 

④ LCC（計画前） 420,121 円/年・戸  

■計画後 

 項目 費用等 備考 

⑤ 使用年数 70 年  

⑥ 累積修繕費 9,849,126 円 Σ（建設工事費×項目別修繕乗率） 

⑦ 長寿命化型改善工事費 1,400,000 円 長寿命化型改善工事費の合計 

⑧ 建替工事費 14,000,000 円 標準建設費（主体附帯） 

⑨ LCC（計画後） 360,702 円/年・戸  

 

■ＬＣＣ改善効果 

 項目 費用等 備考 

⑩ 年平均改善額 59,419 円/年・戸 ④－⑨ 

⑪ 
累積改善額 

（70 年・現在価値化） 
1,390,082 円/戸 

計画後使用期間中において、各年の

年平均改善額を現在価値化して累積 

⑫ 
年平均改善額 

（現在価値化） 
19,858 円/年・戸 ⑪÷計画後使用年数 
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【様式１】維持・改善に係る事業予定一覧

公営住宅
特定公共
賃貸住宅

地優賃
（公共供給） 改良住宅 その他（　　　　　　　　　　）

H26

安威 3 1 木造 S28 0

道祖本 1 24 中耐 S37 H27
耐震診断

（安全性確保）
477

道祖本 2 24 中耐 S37 H27
耐震診断

（安全性確保）
477

道祖本 3 24 中耐 S37 H27
耐震診断

（安全性確保）
477

道祖本 4 24 中耐 S45 H27 477

道祖本 5 24 中耐 S45 H27 477

道祖本 6 24 中耐 S46 H27 477

道祖本 7 24 中耐 S46 H27 477

道祖本 8 24 中耐 S47 H27
耐震診断

（安全性確保）
477

道祖本 9 24 中耐 S47 H27
耐震診断

（安全性確保）
477

道祖本 10 24 中耐 S55 H27 477

沢良宜 1 14 中耐 S43 H27
耐震診断

（安全性確保）
278

沢良宜 2 12 中耐 S43 H27
耐震診断

（安全性確保）
238

沢良宜 3 12 中耐 S43 H27
耐震診断

（安全性確保）
238

沢良宜 4 24 中耐 S47 H27
耐震診断

（安全性確保）
477

総持寺 1 24 中耐 S45 H27
耐震診断

（安全性確保）
477

総持寺 2 18 中耐 S45 H27
耐震診断

（安全性確保）
357

総持寺 3 24 中耐 S47 H27
耐震診断

（安全性確保）
477

総持寺 4 12 中耐 S53 H27
耐震診断

（安全性確保）
238

高齢者等住替え時
や空家修繕時に３
点給湯、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
化

注１）様式１は、Microsoft office Excel形式とする。
注２）対象数が多い場合は、必要に応じて複数枚作成する。
注３）ＬＣＣ縮減効果欄は、長寿命化型改善事業、又は全面的改善事業を実施する住棟に関して記載する。

高齢者等住替
え時や空家修
繕時にﾊﾞﾘｱﾌ
ﾘｰ化

高齢者等住替
え時や空家修
繕時に３点給
湯、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
化

高齢者等住替
え時や空家修
繕時にﾊﾞﾘｱﾌ
ﾘｰ化

（長寿命化・居住性向上）配管改修

（長寿命化・居住性向上）配管改修

（長寿命化・居住性向上）配管改修

（長寿命化・居住性向上）外壁改修・屋上防水・配管改修

（長寿命化・居住性向上）外壁改修・屋上防水・配管改修

（長寿命化・居住性向上）外壁改修・屋上防水・配管改修

（長寿命化・居住性向上）外壁改修・屋上防水・配管改修

（安全性確保）耐震改修
(長寿命化) 外壁改修・屋上防水

(長寿命化) 外壁改修・屋上防水

（安全性確保）耐震改修
(長寿命化) 外壁改修・屋上防水

（長寿命化・居住性向上）配管改修

（安全性確保）耐震改修
(長寿命化) 外壁改修・屋上防水

（安全性確保）耐震改修
(長寿命化) 外壁改修・屋上防水

（長寿命化・居住性向上）配管改修

（長寿命化・居住性向上）配管改修

（長寿命化・居住性向上）配管改修

（長寿命化・居住性向上）配管改修

（長寿命化・居住性向上）外壁改修・屋上防水・配管改修

（長寿命化・居住性向上）外壁改修・屋上防水・配管改修

（長寿命化・居住性向上）外壁改修・屋上防水・配管改修

（安全性確保）耐震改修
(長寿命化) 外壁改修・屋上防水

（安全性確保）耐震改修
(長寿命化) 外壁改修・屋上防水

（安全性確保）耐震改修
(長寿命化) 外壁改修・屋上防水

用途廃止

(長寿命化) 外壁改修・屋上防水 （長寿命化・居住性向上）配管改修

(長寿命化) 外壁改修（設計）

(長寿命化) 外壁改修（設計）

（長寿命化・居住性向上）外壁改修・屋上防水・配管改修

（長寿命化・居住性向上）外壁改修・屋上防水・配管改修

次期定期
点検時期

修繕・改善事業の内容
LCC

縮減効果

H27 ～ H30 H31 ～ R6

　事業主体名：茨木市

備考団地名
住棟
番号

戸数 構造
建設
年度
(竣工)

　住宅の区分：
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【様式２】建替えに係る事業予定一覧

　住宅の区分： 公営住宅
特定公共
賃貸住宅

地優賃
（公共供給） 改良住宅 その他（　　　　　　　　　　）

注１）計画期間内に建替予定としているものを記載する。
注２）様式１は、Microsoft office Excel形式とする。
注３）対象数が多い場合は、必要に応じて複数枚作成する。
注４）共同施設を建替える場合についても、上記様式に記載する（住棟番号、戸数を除く）。

　事業主体名：茨木市

備考団地名 住棟番号 戸数 構造 建設年度
次期定期
点検時期

建替予定
年度
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【様式３】共同施設部分に係る事業予定一覧　＜共同施設部分＞

　住宅の区分： 公営住宅
特定公共
賃貸住宅

地優賃
（公共供

給） 改良住宅 その他（　　　　　　　　　　）

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

注１）様式３は、Microsoft office Excel形式とする。
注２）対象数が多い場合は、必要に応じて複数枚作成する。

　事業主体名：茨木市

備考
修繕・改善事業の内容

団地名 共同施設名 建設年度
次期定期
点検時期
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わたくしたち 茨木市民は 

1．心をあわせて あすの力をそだてましょう 

１．仕事にはげんで 明るい家庭をきずきましょう 

１．環境をととのえて 美しいまちをつくりましょう 

１．きまりをまもって 良い風習をひろめましょう 

１．教養をふかめて みんなの文化をたかめましょう 
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